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予算審査特別委員会 
 

令和８年３月６日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

   ◎横田 敏文      ○木澤 正男      溝部真紀子 

    齋藤 文夫       伴  吉晴      宮﨑 和彦 

    奥村 容子 

中 川 議 長  

 

２．理事者出席者     

町     長  中西 和夫    副 町 長  加藤 惠三 

教 育 長  山本 雅章    総 務 部 長  西巻 昭男 

総 務 課 長  松岡 洋右    同 課 長 補 佐  乾  裕貴 

同  係  長  蓮池  涙    安全安心課長  曽谷 博一      

同 課 長 補 佐  山本  潤    政策財政課長  中尾 歩美    

同 課 長 補 佐  関元 佑治    同 課 長 補 佐  岡山真由美

税 務 課 長  真弓  啓    住民生活部長  中原  潤 

住民生活部次長  北  典子    福 祉 課 長  大塚 美季    

同 課 長 補 佐  明石 将樹    子育て支援課長  佐谷 容子    

同 課 長 補 佐  冨井 千晶    健康対策課長補佐  徳田 貴世    

同 課 長 補 佐  三原 進也    国保医療課長  猪川 恭弘    

同 課 長 補 佐  大野 彰彦    同 課 長 補 佐  細川 友希    

環境対策課長  東浦 寿也    同 課 長 補 佐  土谷  純    

住 民 課 長  峯川 敏明    同 課 長 補 佐  石本 清里    

都市建設部長  上田 俊雄    会 計 管 理 者  安藤 晴康    

教 育 次 長  本庄 徳光 

 

３．会議の書記 

議会事務局長         福田 善行     同  係  長  吉川 也子 

 

４．審査事項      別紙のとおり 

 



 - 2 - 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

町 長 

開会（午前９時） 

署名委員  木澤委員、溝部委員 

 

おはようございます。 

本日、予算審査特別委員会を開催しましたところ、委員の皆さまにはご出席

いただき、ありがとうございます。 

ただいまから、本会議から付託を受けました、議案第１２号 令和８年度斑

鳩町一般会計予算について、ほか４件の予算審査を行っていただきますが、会

議に先立ちまして、本委員会の正副委員長を互選いただきますため、暫時休憩

いたします。 

 

（ 午前９時００分 休憩 ） 

（ 午前９時００分 再開 ） 

 

再開します。 

休憩中に互選いただきました結果、委員長に横田委員、副委員長に木澤委員

が互選されました。お二人にはよろしくお願をいたします。 

それでは横田委員に委員長席にお着きいただきます。 

暫時休憩します。 

 

（ 午前９時００分 休憩 ） 

（ 午前９時０１分 再開 ） 

 

再開します。 

皆さんのご推挙によりまして、予算審査特別委員会委員長を務めさせていた

だきます。副委員長とともに委員会運営にあたらせていただきますので、委員

皆さまのご協力をよろしくお願いをいたします。 

それでは、本日の会議を開きます。 

はじめに、町長の挨拶をお受けします。 中西町長。 

 

  （ 町長挨拶 ） 
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最初に、本委員会の会議録署名委員を私から指名します。 

署名委員に、木澤委員、溝部委員のお二人を指名します。お二人には、よろ

しくお願いをします。 

それでは、本会議から付託を受けました、議案第１２号 令和８年度斑鳩町

一般会計予算について、議案第１３号 令和８年度斑鳩町国民健康保険事業特

別会計予算について、議案第１４号 令和８年度斑鳩町介護保険事業特別会計

予算について、議案第１５号 令和８年度斑鳩町後期高齢者医療特別会計予算

について、議案第１６号 令和８年度斑鳩町下水道事業会計予算について、以

上、５議案を一括議題とします。 

初めに、審査の方法についてお諮りします。 

事前にお配りしております「令和８年３月定例会 予算審査特別委員会 進

行予定表」をご覧いただきたいと思います。 

最初に、一般会計予算総括及び歳入全般について総務部長から説明を受けま

す。質疑は、別途、総務費にかかる予算審査において受けることとし、質疑内

容により回答は担当各部でお願いをします。 

その後、各部ごとに、一般会計、特別会計、事業会計について、審査を行

い、一般会計の款ごと、また、特別会計、事業会計ごとにそれぞれ所管部長か

ら説明を受けたのち、それぞれ質疑を行い、全ての質疑の終了後、各会計予算

について表決を行います。 

以上、申しあげましたとおり審査を進めてまいりたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、そのように進めてまいりますので、議事進行につきましてご協力

くださいますよう、お願いをします。 

なお、理事者の皆さんの説明については、長時間にわたるものもありますの

で、着席のまま説明していただいて結構です。 

それでは、一般会計予算総括と歳入全般について、説明を求めます。 
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西巻総務部長。 

 

それでは、議案第１２号 令和８年度斑鳩町一般会計予算について、ご説明

します。 

はじめに、議案書を朗読します。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

説明に際して用いる資料は、令和８年度 斑鳩町一般会計予算書、令和８年

度 予算関係参考資料となります。よろしくお願いいたします。 

それでは、令和８年度斑鳩町一般会計予算書の１ページをお願いします。 

予算総則について、朗読します。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

次に、予算総則に定めた「継続費」及び「債務負担行為」並びに「地方債」

の内容について、ご説明します。 

予算書の７ページをお願いします。はじめに、第２表 継続費です。 

継続費の予算を設定している事業は、２事業となっています。 

ひとつ目は、文化振興センターの充実として、いかるがホールの高圧受電設

備の更新を行うため、総額を１億３，０８８万６千円、年割額を、令和８年度 

１，１８３万８千円、令和９年度１億１，９０４万８千円とする、２か年事業

としています。 

二つ目は、総合保健福祉会館の充実として、生き生きプラザ斑鳩の空調設備

について、空気清浄機能を有した空調設備に改修するため、総額を１億２千万

円、年割額を、令和８年度８，２４０万円、令和９年度３，７６０万円とする

２か年事業としています。 

次に、第３表 債務負担行為です。 

債務負担行為の予算を設定している事項は、道路台帳修正業務委託契約で

す。期間を令和９年度から令和１０年度までとして、限度額を６３０万円とし
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ています。 

８ページをお願いします。次に、第４表 地方債です。 

はじめに、起債の方法等ですが、起債の方法、利率及び償還の方法は、記載

のとおりとなっております。 

それでは、それぞれの町債の内容についてご説明します。 

４８ページから４９ページをお願いします。 

はじめに、第１目 総務債です。 

第１節 総務管理債で、１億１，５１０万円を見積もっています。 

次に、第２目 民生債では、第１節 社会福祉債で８，２４０万円を、第２

節児童福祉債で、４３０万円を見積もっています。 

次に、第３目 土木債では、第１節 道路橋りょう債で１億３，０６０万円

を見積もっています。 

次に、第４目 消防債では、第１節 消防債で９９０万円を見積もっていま

す。 

５０ページから５１ページをお願いします。 

第５目 教育債では、第１節 小学校債で１，３６０万円を、第２節 社会

教育債で２，２５０万円を見積もっています。 

１８４ページをお願いします。一番最後のページでございます。 

町債残高の見込みですが、令和８年度末の一般会計における町債残高見込額

は、下から３行目の合計Ａ欄の右端です。５６億５，９２３万３千円となる見

込みです。 

下水道事業を合わせた残高合計は、一番右下ではございますが、１３０億９

７８万１千円となる見込みとなっております。 

続きまして、歳出予算に係る総括説明です。 

恐れ入りますが、お手元の、令和８年度予算の概要（追加資料）の５ページ

をお願いします。 

歳出予算の各科目の詳細につきましては、後ほど、各担当部長等からご説明

させていただきます。 

私の方からは、歳出予算の目的別に従って、前年度比較で、大きく増減した

科目、そして性質別の主な増減について、ご説明させていただきます。 

はじめに、大きく増額となった科目は、③の民生費が、私立保育所、障害福
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祉などに係る扶助費や総合保健福祉会館空調設備改修工事費の増などにより、

前年度と比較して、６億３，２４４万１千円、１３．２％の増となっていま

す。 

新年度は、５４億３，８７０万２千円を計上しています。 

次に、⑦の土木費が、法隆寺駅南側周辺等まちづくり基本計画策定に係る費

用の減などがあるものの、法隆寺駅南側地区の町道３０９号線などの道路新設

改良費の増などにより、前年度と比較して、１億４，１４３万１千円、１６．

２％の増となっています。 

新年度は、１０億１，５２０万５千円を計上しております。 

また、⑨の教育費では、史跡中宮寺跡歴史公園駐車場整備に係る費用の減な

どがあるものの、小学校全学年および中学３年生の学校給食費の無償化に係る

費用の増などにより、前年度と比較して、４，６３５万１千円、３．８％の増

となっています。 

新年度は、１２億７，７０７万１千円を計上しています。 

一方、大きく減額となった科目は、⑤の農林水産業費が、三室井堰改修工事

費の減などにより、前年度と比較して、４，２５４万７千円、３１．３％の減

となっています。 

新年度は、９，３３９万円を計上しています。 

次に、②の総務費が、自治体情報システム標準化・共通化に係る費用の減な

どにより、前年度と比較して、３，９４９万７千円、２．８％の減となってい

ます。 

新年度は、１３億７，７１８万２千円を計上しています。 

続きまして、歳出予算の性質別の状況について、ご説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

はじめに、①の人件費は、国勢調査員報酬の減などがあるものの、人事院勧

告に伴う職員給与費の増などにより、前年度と比較して、１億１，６９９万５

千円、５．４％の増となっています。 

次に、②の物件費では、戸別収集の実施に係る費用の増などがあるものの、

自治体情報システム標準化・共通化に係る費用の減などにより、前年度と比較

して、１億１，６１６万円、５．１％の減となっています。 

次に、④の扶助費では、私立保育所、障害福祉等に係る費用の増などによ
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り、前年度と比較して、３億８，１２１万２千円、１４．４％の増となってい

ます。 

次に、⑤の補助費等は、小学校全学年および中学３年生の学校給食費の無償

化に係る費用の増などにより、前年度と比較して、１億２，８８４万円、１

０．０％の増となっています。 

最後に、⑦の投資的経費は、史跡中宮寺跡歴史公園駐車場整備に係る費用や

三室井堰改修工事費の減になるものの、法隆寺駅南側地区の町道３０９号線な

どの道路新設改良費や、総合保健福祉会館空調設備改修工事費の増などによ

り、前年度と比較して、２億４，１２２万３千円、６５．０％の増となってお

ります。 

続きまして、歳入予算に係る総括説明です。 

一般会計予算書の１２ページと１３ページをお願いします。 

はじめに、第１款 町税です。 

第１項 町民税では、１７億３，８８０万円を見積もっています。 

給与所得の増等により、前年度と比較して、１億３，０１０万円、８．１％

の増となっています。 

次に、第２項 固定資産税では、１２億５，９８４万円を見積もっていま

す。新増築家屋に伴う増収等により、前年度と比較して、１，８９０万円、

１．５％の増となっています。 

次に、１２ページから１５ページにかけての第３項 軽自動車税では、７，

０５０万円を見積もっています。令和８年３月３１日をもって、環境性能割が

廃止されることから、前年度と比較して、１９０万円、２．６％の減となって

います。 

次に、第４項 たばこ税では、１億３，４３０万円を見積もっています。前

年度の当初見込みと比較して、販売本数が増加していることから、前年度と比

較して、４３０万円、３．３％の増となっています。 

次に、第５項 入湯税では、鉱泉浴場における入湯に対し課税する新たな目

的税として、９０万円を見積もっています。 

次に、第６項 都市計画税では、１億３，８６０万円を見積もっています。

固定資産税と同様の理由により、前年度と比較して、２２０万円、１．６％の

増となっています。 
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次に、第７項 旧法による税では、令和８年３月３１日をもって、軽自動車

税の環境性能割が廃止されることから、１２０万円を見積もっています。 

１６ページと１７ページをお願いします。 

地方譲与税及び各種交付金についてです。 

これらについては、国の地方財政見通し・県からの提供資料等をもとに見積

もっております。 

第２款 地方譲与税です。 

第１項 地方揮発油譲与税では、１，１８０万円を見積もっています。前年

度と比較して、１６０万円、１１．９％の減となっています。 

第２項 自動車重量譲与税では、４，６５０万円を見積もっています。前年

度と比較して、２５０万円、５．７％の増となっています。 

第３項 森林環境譲与税では、３５０万円を見積もっています。前年度と比

較して、１５万円、４．５％の増となっています。 

次に、第３款 利子割交付金は、１，１７０万円を見積もっています。前年

度と比較して、８６０万円の大幅な増となっています。 

次に、第４款 配当割交付金は、６，７４０万円を見積もっています。前年

度と比較して、１，５８０万円の大幅な増となっています。 

１８ページと１９ページをお願いします。 

第５款 株式等譲渡所得割交付金は、８，７７０万円を見積もっています。

前年度と比較して、５００万円、６．０％の増となっています。 

次に、第６款 法人事業税交付金は、２，７５０万円を見積もっています。

前年度と比較して、３４０万円、１．４％の増となっています。 

次に、第７款 地方消費税交付金は、６億３００万円を見積もっています。

前年度と比較して、２．２２０万円、３．８％の増となっています。 

その内訳は、地方消費税交付金で、２億４，４００万円を、地方消費税社会

保障財源交付金は、３億５，９００万円を見積もっています。 

次に、第８款 ゴルフ場利用税交付金は、２，１３０万円を見積もっていま

す。前年度と比較して、１７０万円、８．７％の増となっています。 

２０ページと２１ページをお願いします。 

第９款 自動車税環境性能割交付金は、環境性能割が廃止されることから、

２０万円を見積もっています。前年度と比較して、１，０９０万円の大幅な減
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となっています。 

次に、第１０款 地方特例交付金は、４，８７０万円を見積もっています。

暫定税率廃止等による減収分が補填されることから、前年度と比較して、１，

２１０万円の大幅な増となっています。 

２２ページと２３ページをお願いします。 

第１１款 地方交付税は、３４億を見積もっています。給与改定や物価高な

どによる算入額を見込み積算した結果、前年度と比較して、１億２千万円、

３．７％の増となっています。 

その内訳は、普通交付税で、３０億５千万円を、特別交付税は、３億５千万

円を見積もっています。 

次に、第１２款 交通安全対策特別交付金は、前年度と同額の２８０万円を

見積もっています。 

恐れ入りますが、９ページをお願いします。 

中ほど、やや下あたりの第１３款 分担金及び負担金です。 

新年度は、６，５１１万８千円を見積もっています。前年度と比較して、４

２７万８千円、６．２％の減となっております。 

その内容は、２２ページから２５ページにかけて、記載のとおりです。 

次に、第１４款 使用料及び手数料は、１億６，２１８万３千円を見積もっ

ています。前年度と比較して、１９５万４千円、１．２％の減となっていま

す。 

その内容は、２４ページから２９ページにかけて、記載のとおりです。 

次に、第１５款 国庫支出金は、１９億１，６３１万８千円を見積もってい

ます。私立保育所の運営や障害福祉、小学校給食費の抜本的な負担軽減に係る

国庫負担金などが増額となることから、前年度と比較して、３億３，７５１万

７千円、２１．４％の増となっております。 

その内容は、２８ページから３５ページにかけて、記載のとおりです。 

次に、第１６款 県支出金は、１０億２，２９５万６千円を見積もっていま

す。三室井堰改修工事費や参議院議員選挙費に係る県委託金の減はあるもの

の、私立保育所運営や障害福祉、小学校給食費の抜本的な負担軽減に係る県負

担金などが増額となることから、前年度と比較して、７，９８４万８千円、

８．５％の増となっています。 
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その内容は、３４ページから４１ページにかけて、記載のとおりです。 

次に、第１７款 財産収入は、４，５４７万８千円を見積もっています。財

産運用収入などが増額となることから、前年度と比較して、１，８９９万円、

大幅な増となっています。 

その内容は、４０ページから４１ページにかけて、記載のとおりです。 

次に、第１８款 寄附金は、前年度と同額の１，５００万円を見積もってい

ます。 

次に、第１９款 繰入金は、１億７，３９１万５千円を見積もっています。

前年度と比較して、６５４万７千円、３．６％の減となっております。 

４２ページをお願いします。 

繰入金の内訳ですが、新年度は、財政調整基金繰入金で、道路整備工事など

の普通建設事業に要する費用に対応するために、７，０００万円を、減債基金

繰入金で、ＪＲ法隆寺駅周辺や総合保健福祉会館、小中学校空調設備、可燃ご

み積み替え施設の整備などに伴う町債償還等のために、９，８３４万１千円を

取り崩しします。 

恐れ入りますが、９ページにお戻りいただけますでしょうか。 

次に、第２１款 諸収入は、１億７，４３９万２千円を見積もっています。

デジタル基盤改革支援補助金が減額となることから、前年度と比較して、９，

４６８万８千円の減となっています。 

その内容は、４４ページから４９ページにかけて、記載のとおりです。 

最後に、第２２款 町債ですが、先ほど説明させていただいたとおりとなっ

ております。 

以上、説明といたします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

説明が終わりました。 

ここで、理事者入れ替えのため、９時４０分まで休憩します。 

 

（ 午前９時３０分 休憩 ） 

（ 午前９時４０分 再開 ） 
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再開します。 

それでは、総務部・会計室・議会事務局所管に係る予算審査を行います。は

じめに、第１款 議会費について、説明を求めます。 福田議会事務局長。 

 

おはようございます。 

それでは、第１款 議会費の予算概要についてご説明申しあげます。 

失礼いたしますが、着席にて説明させていただきます。 

一般会計予算書の歳出、５２ページから５３ページをご覧いただけますでし

ょうか。 

新年度予算については、町議会の運営等に要する所要額として、９．９２３

万５千円を計上しています。前年度の予算額と比較して、３５５万２千円、

３．７％の増となっています。増額となった主な要因は、昨年の補欠選挙及び

人事院勧告等により議員報酬及び期末手当など、人件費が増加することによる

ものです。 

予算額の内訳としましては、議員報酬や職員給与費等の人件費が主なもの

で、その金額は９，４１９万２千円、全体の約９５％を占めています。 

その他、３常任委員会及び議会運営委員会の行政視察研修などにかかる経費

として旅費、使用料及び賃借料で１４５万９千円、会議録作成にかかる経費と

して筆耕翻訳料、印刷製本費で５５万３千円、議会だより発行にかかる経費と

して１１６万４千円、生駒郡町議会議長会負担金１２５万６千円、王寺周辺広

域市町村圏議長会負担金１０万円などを計上しております。 

以上、議会費の説明といたします。よろしくご審議賜りますよう、お願い申

しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第１款 議会費について質疑をお受けします。 

なお、質疑・答弁がスムーズに行えますよう、質疑の際には、予算書、関係

資料等の資料名、資料番号、ページ数などをお示しください。 

それでは、質疑をお受けします。 

 

（ な  し ） 
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これをもって、第１款 議会費に対する質疑を終結します。 

次に、第２款 総務費について、説明を求めます。 西巻総務部長。 

 

それでは、第２款 総務費のうち、総務部及び会計室が所管する各科目の予

算について、ご説明します。 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、「令和８年度斑鳩町一般会計予算書」の５２ページをお願

いします。 

はじめに、第１項 総務管理費です。 

５２ページから５９ページにかけての第１目 一般管理費です。 

新年度は、５億４，３８５万６千円を計上しています。前年度と比較して、

４，８２１万９千円、９．７％の増となっています。 

総務部が所管する主な予算の内容は、特別職及び職員の人件費等のほか、文

書管理システムの導入、自治会等への支援などに要する費用となっています。 

はじめに、「文書管理システムの導入」では、５７ページの第１２節 委託

料のうち、文書管理システム導入業務委託料１，７２４万８千円を計上してい

ます。 

電子申請の推進や住民にも職員にも優しい窓口の実現に向けたバックヤード

改革の一環として、文書保存及び事務決裁の電子化をすすめ、事務の効率化、

ペーパレス化を図ることを目的に、文書管理システムを導入します。 

次に、５８ページから５９ページの第２目 文書広報費です。 

新年度は、８６９万５千円を計上しています。前年度と比較して、８０万

円、８．４％の減となっています。 

主な予算の内容は、広報紙の発行、町ホームページの運用やＬＩＮＥ公式ア

カウントの機能充実等に要する費用となっています。 

「情報発信の推進」では、５９ページの第１３節 使用料及び賃借料で、電

算ソフト使用料９９万４千円、情報発信ツール使用料６３万１千円を計上して

います。 

これまでのシナリオ型チャットボットの運用を終了し、これに代えて、ＬＩ

ＮＥ公式アカウントの機能充実を通じ、行政情報の届け方について「一方向・

一斉配信」から「双方向・最適配信」へ移行します。 
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次に、第３目 財政管理費です。 

新年度は、１，１４６万１千円を計上しています。前年度と比較して、４１

万５千円、３．８％の増となっています。 

主な予算の内容は、ふるさと納税の事務や財務会計システム使用料などに要

する費用となっています。 

次に、第４目 会計管理費です。 

新年度は、８４６万８千円を計上しています。前年度と比較して、４万２千

円、０．５％の減となっています。 

次に、６０ページから６１ページの第５目 財産管理費です。 

新年度は、１億５４２万３千円を計上しています。前年度と比較して、５６

１万５千円、５．６％の増となっています。 

増額となった主な要因は、下司田池について、防災機能を備えた公園等とし

て利活用するための基本計画を策定することによるものです。 

主な予算の内容は、役場庁舎の維持管理・充実のほか、普通財産の管理、基

金の運用などに要する費用となっています。 

はじめに、「財政調整基金等の積立金」として、６１ページの第２４節 積

立金で、２，１４１万４千円を、第２７節 繰出金で、２３７万７千円を計上

しています。 

これらは、各基金等の運用益の基金積立て及び平成緊急内水対策に伴う県補

助金の減債基金積立てとなっています。 

次に、「下司田池の利活用」では、６１ページの第１２節 委託料で、下か

ら３つ目の不動産鑑定評価業務委託料３８万５千円、一番下の下司田池利活用

基本計画策定業務委託料６９９万９千円を計上しています。 

次に、６２ページから６３ページの第６目 企画費です。 

新年度は、４億１，５１６万７千円を計上しています。前年度と比較して、

４，２７２万１千円、９．３％の減となっています。 

減額となった主な要因は、自治体情報システムの標準化・共通化対応業務な

どに要する費用の減によるものです。 

主な予算の内容は、総務部所管では、男女共同参画の推進、事務のＯＡ化の

推進などに要する費用となっています。 

「事務のＯＡ化の推進」として、現行の情報システムの維持費用の計上のほ
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か、新年度では、庁内ネットワーク無線機器や業務用パソコンＯＳ等の更新な

ど庁内ネットワーク環境の整備を行うこととし、６３ページの第１２節 委託

料で、上から４つ目のネットワーク環境整備業務委託料７，６５２万９千円を

計上しています。 

次に、第７目 公平委員会費です。 

公平委員会を開催するための費用として、新年度は、６万３千円を計上して

います。 

次に、６４ページから６５ページの第９目 自転車等駐車場運営費です。 

自転車等駐車場の維持管理の経費として、新年度は、１，３５３万円を計上

しています。前年度と比較して、４２万７千円、３．３％の増となっていま

す。 

次に、第１０目 防犯対策費です。 

新年度は、２，０５３万５千円を計上しています。前年度と比較して、３８

７万５千円、２３．３％の増となっています。 

増額となった主な要因は、家庭用防犯カメラ設置費用の助成制度の創設や自

治会管理防犯カメラの維持管理費用の一部助成を開始することによるもので

す。 

「防犯カメラ設置等への助成」として、６５ページの第１８節 負担金補助

及び交付金で、上から５つ目の自治会防犯カメラ設置補助金６０万円を、その

ひとつ下の家庭用防犯カメラ設置補助金３００万円を、また、自治会管理防犯

カメラ維持管理補助金１５万円を計上しています。 

犯罪のない安全で安心してくらせるまちづくりを進め、地域の主体的な防犯

活動を後押しするため、自治会等が設置する防犯カメラの設置費用の一部助成

に加えて、新たに家庭用防犯カメラの設置費用を助成する制度を創設するとと

もに、自治会等が設置・運用する防犯カメラの維持管理費用についても一部助

成を開始いたします。 

６６ページをお願いします。続きまして、第２項 徴税費です。 

はじめに、６６ページから６７ページの第１目 税務総務費です。 

職員の人件費などに要する費用として、新年度は、７，２９６万６千円を計

上しています。前年度と比較して、２１６万円、３．１％の増となっていま

す。 
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齋藤委員 

 

次に、６６ページから６９ページにかけての第２目 賦課徴収費です。 

新年度は、７，３７６万１千円を計上しています。前年度と比較して、１，

１７３万２千円、１３．７％の減となっています。 

減額となった主な要因は、「標準準拠システム」と連携する家屋評価システ

ムや登記課税連携システムの改修、固定資産税の令和９年度評価替えに向けた

標準宅地等の鑑定評価などを完了したことなどによるものです。 

主な予算の内容は、町税の賦課・徴収に係る委託料や電算システムの使用

料、公金収納に係る手数料等となっております。 

７０ページをお願いします。続きまして、第４項 選挙費です。 

はじめに、７０ページから７３ページにかけての第１目 選挙管理委員会費

です。 

選挙管理委員会の運営等に係る費用として、新年度は、４６万５千円を計上

しています。前年度と比較して、４１２万３千円の減となっています。 

減額となった主な要因は、前年度、国政選挙の執行に合わせて、選挙の投開

票事務に使用するパソコン等の更新を行ったことによる備品購入費が減となっ

たことによるものです。 

次に、７２ページから７３ページの第２目 常時啓発費です。 

新年度は、５万２千円を計上しています。 

続きまして、第５項 統計調査費、第１目 指定統計調査費です。 

国の指定統計調査に要する費用として、新年度は、１４１万８千円を計上し

ています。前年度と比較して、１，１８４万３千円の減額となっています。 

減額となった主な要因は、国勢調査実施費用の減によるものでございます。 

以上、説明といたします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。 

  

説明が終わりましたので、第２款 総務費について質疑をお受けします。 

また、ここで、予算総括及び歳入についても、あわせて質疑をお受けいたし

ます。 齋藤委員。 

 

５７ページのところの１２款委託料の下から四つ目ですけども、文書管理シ

ステム導入業務委託料１，７００万円ほどありますけども、具体的には文書管
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理でシステムの導入をしますけども、紙のデータは保存はどうなるのか、デー

タと紙と両方で保存するのか、その辺のところを教えてもらえませんでしょう

か。 

 

松岡総務課長。 

 

文書管理システムにつきましては、文書の電子化への対応のみを目的とする

ものではなく、電子文書、紙文書ともに文書の受付、収受、起案決裁、保存管

理、廃棄に至るまでの一連の業務をシステム化しようとするものでございま

す。 

なお電子文書につきましては、もちろん文書ごとの管理をさせていただくわ

けなんですけれども、紙の文書につきましては、現在、簿冊いわゆる綴りごと

の保存管理というような形で運用してございます。 

これらのデータも取り込みまして、一元化してシステム管理をしてまいりま

すので、電子文書と紙文書は一部並行しながら保存管理をしていくというよう

なシステムでございます。 

 

ということは委託料ということは、これは毎年、委託料が発生するというこ

とでしょうか。 

 

次年度、令和８年度に想定してございます予算は導入に係るイニシャルコス

トでございます。以降、年間のランニングコストだけが令和９年度以降は出て

くるというようなことでございます。 

 

ありがとうございます。 

続きまして、ここにも項目がないんですけども、自治会の加入率は令和７年

度か、もしくは直近のところで何％か分かりますでしょうか。 

 

加入率につきましては７年度現在、暫定値としてご報告を申しあげますと、

６０．１％というような数字となってございます。 
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たしか前年６５％とか聞いた記憶があるんですけども、前年は幾らだったか

分かりますか。 

 

６年度６２．１％でございます。 

 

ありがとうございます。 

次に５９ページですけども、１３番の使用料及び賃借料のところで、先ほ

ど、ＬＩＮＥ公式アカウントの充実、双方向の通信ということですけども、具

体的にもう少し詳しく教えてもらえませんでしょうか。 

 

現在、運用してございます町の公式ＬＩＮＥでございますけれども、これの

利用者が令和７年１２月で１万人を超えたというような状況でございます。 

こうした情報発信のツールを有効に活用するため、この機能を強化しようと

いうものでございます。 

現在、ＬＩＮＥは一方向一斉配信というような説明を申しあげましたが、こ

ちらから一方的に情報を発信するというようなものでございますが、これを双

方向最適配信という形に転換をしてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

これによりまして、サービスの質、行政運営の効率性の向上を図ろうという

ものでございます。 

双方向と申しますのは、今現在、情報の発信は、全ての方に全ての情報が行

くような形になってございますけれども、これを選択をしていただく形を取る

ことによって、情報を利用者が選択するというようなことを想定してございま

す。 

また、今後の機能の拡大としましては、通報機能であったりアンケート機

能、申請機能といったものを追加していけるような仕組みに移行していこうと

いうような入口づくりは、次年度に取り組んでいくというふうに考えているも

のでございます。 

 

ありがとうございます。ということは、来年度は入口のところでやって、双

方向には次年度以降、令和９年度以降になるというふうな形。もしくは、私、



 - 18 - 

 

 

 

 

 

 

総務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

齋藤委員 

 

 

 

 

 

委員長 

 

政策財政

課長 

 

 

 

 

 

 

できれば町から発信するものが少し意味が分からなかったり、これはどういう

意味ですかとか、これを申し込みしますよとか、そういう双方向をイメージし

たんですけども、そういうのは入口ということは、次年度以降の、令和９年度

以降を見据えて、この双方向のＬＩＮＥをするということでよろしいでしょう

か。 

 

８年度からもユーザーの選択というような意思表示をしていただくというこ

とも、まずはひとつのユーザー側からのアクションを受け付けるというような

ことも想定してご説明、一部入れさせていただいておりますのと、おっしゃる

ように、今後の機能拡張として申請を受け付けるようなことは想定していくこ

とができるものになろうかなというふうに考えてございます。 

ただ、皆さんそれぞれプライベートでお使いのＬＩＮＥのようにメッセージ

を受け付けて、これに回答させていただくというようなことは少し難しいかな

というふうには考えてございます。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

次にですね、６３ページのところの委託料の上から四つ目、ネットワーク環

境の整備委託料でありますけれども、これはリモート業務環境ということです

けども、もう少し詳しく、どのようなものか、教えてもらえませんでしょう

か。 

 

中尾政策財政課長。 

 

ネットワーク環境整備業務委託料の中身ということでございますが、三つ予

定をしております。 

ひとつ目が、令和２年度に導入いたしました庁内ネットワークの無線機器の

ほうが更新の時期を迎えておりましてこちらの更新、あと基幹系関係システム

も併せて無線化をしようというもので、これは通信の安定性と利便性を高める

ために行うものです。 

二つ目が、職員が利用しております業務用パソコンのＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ

と呼ばれるものですけれども、こちらのほうが更新をしないといけないという
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ことでして、こちらはセキュリティ水準の確保などの観点から更新を行うもの

です。 

三つ目が、リモート業務の環境を試行的に整備していこうというものでござ

います。こちらにつきましては、持ち運びが可能なモバイルパソコンを整備し

まして、庁舎の外でも業務用のパソコンを使える体制を整えていこうというも

のでございまして、直ちに在宅勤務を進めるというのではなくて、例えば、出

張に行ったときですとか、あと住民さんのお宅に訪問などで寄せていただいた

ときに庁内のシステムをその場で確認できるというメリットがございます。 

今でしたら、相談内容を紙に記録して持ち帰って、また戻ってからシステム

に入力するという手間が生じておりますので、そういったところ、事務の効率

化ですとか的確な訪問時のアドバイスなどができるようにということで、そう

いった体制を試行的に整えていこうというものでございます。 

 

ありがとうございます。これも７，６００万円ほどありますけども、これは

システムを入れるための費用で、ランニングコストというのは、またそんなに

多くないということでよろしいでしょうか。 

 

業務委託料の内訳なんですけれども、一番大きいのが業務用パソコンの更新

でして、これが４，６００万円程度、無線ネットワーク機器の更新のほうが

２，２００万円程度、リモート環境の整備につきましては８００万円程度とな

っております。 

こちらにつきまして一括で実施するんですけれども、これはデジタル活用推

進事業債という起債のほうが交付税措置率５０％の有利な起債というものが使

えるようになりましたので、こういったものを併せて実施することで、一般財

源ではなく起債を使って対応していこうというものでございます。 

 

ありがとうございます。 

 

すみません。ランニングコストについてお答えいたしますが、こちらにつき

ましては機器の保守料等はかからないということで、今回のシステム整備のみ

となっております。以上でございます。 
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ありがとうございます。 

次に６５ページですけども、１８番の負担金及び交付金のところの下から四

つ目、家庭用防犯カメラ設置補助金とありますけども、これは３万円補助金が

出るということですから、６万円の防犯カメラをつけて半分が補助金というこ

とですけども、これを設置した場合、例えば、町がこうしなさい、ああしなさ

いとか、基準みたいなですね。例えば、何か事故があった場合、防犯カメラを

見せなければならないとか、例えば、近隣のところの許可をもらわないといけ

ないだとか、何かそういう基準みたいなものがありましたら教えてもらえませ

んでしょうか。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

「事故」とおっしゃってますのは警察からの要請でということの理解をした

上で、回答させていただきますが、町のほうから要請するということはござい

ません。仮に犯罪の関係があった場合につきましては、警察のほうから開示請

求を、その個人のお宅のほうに赴いて捜査上の許可を取った上で、提供を受け

ていただくという形を想定しております。 

近隣の方の同意等というところについては、自治会さんの補助金等には定め

は行っておりますが、今回の個人さん向けの防犯カメラにつきましては、近隣

の方には設置をする旨を声がけいただくという程度で設置補助金を検討してお

ります。 

ひとつ、一番重要なところにつきましては、ただただ防犯カメラをつけると

いうことではなくて、公共空間をおおむね画面のところが２分の１程度を公共

空間のいわゆる道路であるとか公園であるというところの公共空間がともに写

っているというところが一番条件としては重きをしているところでございます

ので、そちらのほうをまた補助制度が始まるに至りましては、その辺、皆様、

広報紙等で告知を情報提供させていただきたいというふうに考えております。 

 

ありがとうございます。今、自治会で防犯カメラを補助金をもらって設置す

る場合は、閲覧する場合は、警察の許可だとかなんとかそういう厳しい基準が
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ありますけども、家庭用の場合はそこまで厳しくないというかですね、警察の

許可とか何も要らなくて、自分でも閲覧は可能ということで理解してよろしい

わけですね。 

 

ご自身で見られる防犯カメラについては当然、ご自身の映像でございますの

で、そちらのほうについては何ら許可等、必要はないと思います。 

 

ほかに質疑ございますか。 溝部委員。 

 

１点だけ。先ほどの齋藤委員の質問とちょっとかぶると思うんですけれど

も、５９ページの使用料及び賃借料、情報発信の推進ということで、ＬＩＮＥ

の運用方法を変えるということなんですけれども、前年度から比べて予算は下

がっているけれども、改善されてよくなるのかなあと思うんですけど、その予

算が減っているというのは、チャットボットをやめたからということなんでし

ょうか。 

 

松岡総務課長。 

 

このＬＩＮＥの機能の充実に合わせましてＡＩチャットボットの運用は停止

をしていきたいというふうに考えてございます。 

ＡＩチャットボットの目的としましては、いわゆるチャットボットでやり取

りをすることによりまして、情報にたどり着いていただくとを目的としてござ

います。 

その目的につきましては、ＬＩＮＥの機能の中でメニューを充実させること

で直感的に情報にたどり着いていただけるようなメニュー設定をしていくこと

で代用してまいりたいというふうに考えてございますので、ＡＩチャットボッ

トにつきましては、停止をさせていただくというようなことで考えているとこ

ろでございます。 

 

そのチャットボットをなくしたから、予算は減っているということですか。 
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ＡＩチャットボットの経費につきましてはなくなりますので、それに代えて

このＬＩＮＥの機能の充実に充てさせていただくというようなものでございま

す。 

金額的にはＡＩチャットボットの運用経費とＬＩＮＥの充実の運用経費とい

うのは令和７年度ベースで言うと変わらなかったわけなんですけれども、８年

度以降、ＡＩチャットボットの維持管理経費が増額されるというような見積り

が出ましたもので、この検討をさせていただいたところでございます。 

 

その増額されたというのもあるかとは思うんですけども、そのチャットボッ

トのその問題点というかその終了する理由は、違うものに代えるというのもあ

ったと思うんですけど、そのチャットボットの利用率とか問題点とかというの

は何かなかったんですか。 

 

ＡＩチャットボットにつきまして問題点と言いますと、ＡＩとは称しますも

のの完全にホームページの中から自動的に情報を取っているわけではなく、あ

らかじめ答えを用意させていただいている、問いに対して答えを用意させてい

ただいているシナリオ型と言われる旧世代の形になってございます。 

これですと、かなりそのメンテナンスに事務量がかかりますので、こうした

コストも削減をしていく必要があろうというようなところで転換を図ろうとし

たものでございます。 

 

ほかにございますか。 木澤委員。 

 

まず歳入の方なんですけども、地方交付税の金額が増えてますけど、令和７

年度も臨時財政対策債はもう発行せずに、交付税のほうで１００％来たという

ことですけど、令和８年度の見通しはどうなんでしょうか。 

 

中尾政策財政課長。 

 

臨時財政対策債につきましては、令和８年度につきましても引き続き、新規

発行額はゼロという国からの情報提供をいただいております。 
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税収等も上がってお金があるんやなということですね。結構なことだと思い

ます。 

それとですね、予算の概要の一般会計の財政見通しのところなんですけど

も、これ令和８年、９年、１０年と町税の収入の見込みが増えてるんですけ

ど、実感的に言ってあまり収入が増えたという実感がないんですけど、これは

どういうあれでこういうふうに組んではるんでしょうか。 

 

こちら財政推計のところの町税の金額につきましては、令和７年度決算見込

みから令和８年度、この令和８年度当初につきましては、当初予算の町税の歳

入額を入れさせていただいております。約１億５千万円程度、増加となってお

りますが、令和８年度当初予算のほうで給与所得の増から個人住民税、法人税

合わせまして１億３千万円程度、固定資産税でも２千万円程度の増という形で

組ませていただいております。 

国全体の税収も上がってきているということもありまして、それに比例しま

して町税についても給与所得の増というのが表れているという状況でございま

す。 

 

そうするとそれ以降については、それはまた別の計算の仕方をしてはるんで

すか。 

 

令和９年度以降につきましては、令和８年度の当初予算をベースに、特に増

額しているわけではなく、こちらは財政推計になりますので、歳入のほうは厳

しめに見積もって、歳出についてはより余裕を持った形で組ませてはいただい

ておりますので、歳入の町税の部分につきましては、特段、景気の上向きとい

うのは大幅には加えていないところでございます。人口の減少については見込

んでおりますが、すみません。 

 

そうですね、さっきの課長の説明だと金額が同じじゃないとおかしいですか

ら。人口の減でということですね。わかりました。 

そしたら予算書のほうでお伺いしたいんですけども、予算書の５７ページで
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す。 

自治会連合会の補助金が７年度と比べて減額になってるんですけど、これは

どういった理由でしょうか。 

 

松岡総務課長。 

 

自治会連合会の補助金につきましては、事業年度ごとにその事業実績に合わ

せて精算をされているような状況でございます。 

令和７年度で申しあげますと１７０万円の予算に対しまして、今年度事業の

見込みとしましては１００万円を下回るような状況でございます。 

こうした数字というのは、ここ数年続いてございますので、この実績に合わ

せた形で予算を見積もったものでございます。 

 

補助金の主な内訳を教えてもらえますか。 

 

総会に係る経費及び、一番大きいのは研修にかかる経費がその半分を占めて

いるものでございます。 

 

はい、わかりました。 

そしたら次に、６５ページのところなんですけども、自転車の駐車場運営で

すね、もともと住民団体さん、障害者団体さんのほうで管理していただいてい

て、そこから別の団体さんにお願いして、若干、これ金額上がっているんです

けど、今の状況とその金額の増えてる分の理由について、教えていただけます

か。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

今年度から公益財団法人の自転車駐車場整備センターさんのほうに委託をさ

せていただいているところでございます。上がった要因につきましては、主に

人件費の増というところで、委託料が前年度から上がっているという状況でご

ざいます。 
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ご心配いただいております運営状況につきましては、今のところ苦情等も全

く受けておりませんし、継続して以前の従業員の方を雇用いただいてるという

状況の中で、比較的、皆さん順調に運営いただいてるということで町としては

理解しているところでございます。 

 

はい、わかりました。 

そしたらその下のところなんですけども、防犯カメラ関係ですね、町が設置

している防犯カメラですけども、まず、現在、何台設置されているでしょう

か。 

 

平成２９年度から平成３１年度までの３か年を第１期事業といたしまして２

０台、第２期事業として令和５年登録年度で１７台を設置いたしまして、合計

３７台設置しているところでございます。 

 

その設置に対してですね、通学路を中心にということで説明を受けたと思う

んですけど、その基準と優先順位で警察等の協議の状況について教えていただ

けますか。 

 

今、委員のほうからもご紹介いただいたとおり第１期事業につきましては、

通学路を中心といたしまして設置をしたところでございます。 

こちらにつきましては西和警察署、教育委員会との協議をする中で、第１事

業。第２事業につきましては西和警察の助言もいただきながら、逃走経路とな

り得る場所、また過去に多く犯罪が起きた場所や交通事故が多発する場所とい

うところを選定したところでございます。 

助言に当たりましては、西和警察署の中で交通部門、刑事部門、生活安全部

門の部門ごとに協議をいただく中で、町が選定したところについて妥当性とい

うところをご判断いただいてご承認をいただいて設置に至っているというとこ

ろをご理解いただければというふうに思います。 

 

第２期については警察のアドバイスを受けてということですけど、今回とい

うか、もともと自治会から申請のあったものについては補助金を出していて、
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今回、家庭用についても補助金を出すと。 

今後、町のほうとしての設置についてはどんなふうに考えてはるんでしょう

か。 

 

新年度、令和８年度から家庭用の防犯カメラの補助をしてまいります。 

その中で、網羅できない主要幹線であるとか、町内でいくといかるがパーク

ウェイとか県道、その中でも町道でも全てが生活道路でございますが、そこか

ら抜けていくような町道のところを選定いたしまして、まず家庭用防犯カメラ

で道路を公共空間を映すという条件の中にしておりますので、そちらのほうで

逃走経路であるとかいうところをまた警察にご助言いただきながら、今後の第

３期となる町の防犯カメラの設置については検討してまいりたいと考えており

ます。 

 

西巻総務部長。 

 

ちょっと補足させていただきますと、今回、町長選に当たりまして町長がマ

ニフェストを出させていただいています。 

そのマニフェストに従いまして、今後それら施策については進められていく

ものと思っておりますし、また、先ほど曽谷課長が言いましたように、令和８

年度から家庭用の防犯カメラの設置助成を始めます。これの効果というのは、

これからまた見ていかなあかんし、それによって必要なところが出てくるなら

ば、町としてどのような対応をしていったらいいのか、また町長マニフェスト

等も整合性を図りながら、進めていきたいというふうに考えております。 

 

せっかく新しい制度を始められますので、その効果を見てからでもいいのか

なあと。 

特に今、第３期として具体的な計画があるわけではないんですね。 

 

ただいまそういった計画を用いてるところではなくて、今新たに８年度やろ

うとしてることを、その成果が表れるような形で、令和８年度は取り組んでい

こうと思っております。 
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町管理のものになるとかなり高額なものになると思いますので、せっかくの

制度を生かして、十分活用していただければとお願いしておきます。 

 

ほかにございますか。 伴委員。 

 

私も予算書の６５ページの１３節の防犯カメラの件なんですが、使用料とあ

るということはリース契約、リース契約であれば何年のリースになっているの

か教えてください。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

５年間でございます。 

 

一般的に５年、７年といろいろありますけど、５年のリースであれば、その

リース期間が終わったときに、新しく更新していく。特に、第１期目のやつが

いいところになってくると思います。その辺の町の考え方というのを教えてく

ださい。 

 

今、委員がおっしゃっていただいた５年以降につきましては、町の財産とい

うことで、引渡しをする中で維持管理を行っているところでございます。 

機器の性能にもよりますが、おおむね５年から７年と言われる部分でござい

ますが、その保守点検も行いながら、もう第１期のところについては、また更

新時期を迎えてくる時期もございます。 

そちらのほうにつきましては、維持管理を適切に行う中で、また第１期のと

ころについては、今後、更新作業については予算のところを取って更新をして

まいりたいというふうに考えているところでございます。 

 

すみません、僕ちょっと理解できてませんでして、今の答弁に対して。 

第１期のやつはリース期間の５年はまだ経ってないということですね。 
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更新は行っておりません。保守契約をずっと行っておりました。同じ機器は

その設置はずっとしている今現状で、リース期間は終わってますが、町の維持

管理の保守の契約をして毎年、保守点検を行っているというところでご理解い

ただければと思います。 

 

わかりました。結局、最初の２０台はリース期間が終わって、そして保守点

検ということでしているという形になって、そのタイミングを見てまた更新を

考えるというような形になっていると。 

それで結局これ、使用料が３３０万円、結構、高額なんですが、またそれ、

リース落ち、表現があれですけど、リースが終わってこの約１７台に対して、

この金額がかかっていると、こういう見方でいいんでしょうか。 

 

おっしゃるとおりでございます。 

 

ということは、非常に町の防犯カメラというのは高性能で、非常にその辺の

リースもかかるというような形になっていることがわかりました。 

わかりました、結構です。 

 

ほかにございますか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結します。 

次に、第６款 商工費について、説明を求めます。 西巻総務部長。 

 

それでは、第６款 商工費のうち、総務部が所管する予算について、ご説明

します。 

恐れ入りますが、一般会計予算書の１１８ページをお願いします。 

１１８ページから１１９ページの第１目 商工総務費です。 

消費生活相談の実施に要する費用として、１１９ページの第７節 報償費

で、消費生活相談員謝金４５万６千円、第８節 旅費で、費用弁償７千円、第
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１０節 需用費で、消耗品費３万２千円を計上しております。以上、説明とい

たします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第６款 商工費について質疑をお受けします。 

 

（ な  し ）  

 

これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結します。 

次に、第８款 消防費について、説明を求めます。 西巻総務部長。 

 

それでは、第８款 消防費について、ご説明します。 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、一般会計予算書の１３４ページをお願いします。 

はじめに、１３４ページから１３５ページの第１目 常備消防費です。 

奈良県広域消防組合の負担金として、新年度は、３億４，３８５万５千円を

計上しています。 

前年度と比較して、１，８１１万５千円、５．６％の増となっています。 

次に、１３４ページから１３５ページの第２目 非常備消防費です。 

新年度は、２，７１４万４千円を計上しています。前年度と比較して、１，

１６４万９千円の大幅な減額となっています。 

減額となった主な要因は、消防団員用空調服の調達、県防災行政通信ネット

ワークの再整備等に要する費用の減によるものです。 

主な予算の内容は、町消防団の運営のほか、自衛消防団の支援などに要する

費用となっています。 

はじめに、「町消防団の運営」として、１３５ページの第１節 報酬で、上

から二つ目の消防・水利団員報酬９８８万３千円を、第１７節 備品購入費の

庁用備品うち、高機能な消火ノズル購入費１０７万６千円を、第１８節 負担

金補助及び交付金で、上から二つ目の分団運営費１９５万円などを計上してい

ます。 

次に、「自衛消防団の支援」では、１３５ページの第１８節 負担金補助及
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び交付金で、上からひとつ目の自衛消防団補助金１０５万円を計上していま

す。 

次に、「災害対応ドローンの運用」では、１３５ページの第１１節 役務費

の上から二つ目の手数料うち、二等国家資格取得講習手数料４３万３千円を、

第１７節 備品購入費の庁用備品うち、災害用ドローン購入費３８７万４千円

などを計上しています。 

操縦士を育成し、災害発生時の迅速な被災状況の把握や現場対応の効率化を

図ります。 

次に、１３４ページから１３７ページにかけての第３目 消防施設費です。 

新年度は、２，７２８万５千円を計上しています。前年度と比較して、１，

７３７万５千円の大幅な増額となっております。 

増額となった主な要因は、消防団等資機材運搬車の導入に要する費用の増に

よるものです。 

主な予算の内容は、消防施設の維持管理、消防施設整備の支援などに要する

費用となっております。 

はじめに、「消防施設の維持管理」として、消防コミュニティセンターを公

共下水道に接続するため、１３７ページの第１４節 工事請負費で、下水道接

続等工事１２５万円を計上しています。 

また、消防団第３分団の詰所に物置を設置することから、第１７節 備品購

入費で、上から二つ目の庁用備品１００万円を計上しています。 

次に、「資機材運搬車の導入」では、１３７ページの第１７節 備品購入費

で、公用車９９３万円などを計上しています。 

災害時における資機材や用水等の輸送手段として資機材運搬車を導入しま

す。 

次に、第４目 水防費です。水防出動等に要する費用として、新年度は、３

２万４千円を計上しています。 

次に、１３６ページから１３９ページにかけての第５目 災害対策費です。 

新年度は、１，１１２万１千円を計上しています。前年度と比較して、５０

３万４千円の大幅な減額となっています。 

減額となった主な要因は、地域防災計画の見直しが完了したことによるもの

です。 
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主な予算の内容は、災害対策活動、災害物資の備蓄、地区別防災訓練の実

施、自主防災組織の支援などに要する費用となっています。 

はじめに、「災害対策活動」として、１３７ページの第１２節 委託料で、

上から二つ目の被災者支援システム機器更新業務委託料８７万７千円を計上し

ています。被災者支援システム機器を更新いたします。 

次に、「災害物資の備蓄」では、１３７ページの第１０節 需用費の消耗品

費のうち、３２３万１千円を計上しています。 

避難所における食糧及び資機材等の備蓄を計画的に進めてまいります。 

次に、「地区別防災訓練の実施」では、１３７ページの第１２節 委託料

で、上から３つ目の防災訓練講師委託料２５万円を、その下の防災訓練会場設

営等業務委託料５２万円などを計上しています。 

災害発生時に地域住民が連携を保ちながら、応急対策活動ができるよう、防

災訓練を実施します。 

次に、「自主防災組織の支援」では、１３９ページの第１８節 負担金補助

及び交付金で、上からひとつ目の自主防災組織補助金２４５万円を計上してい

ます。 

地域ぐるみの自主防災活動を支援するため、自主防災活動支援補助金を拡充

し、地域防災力の向上を図ってまいりたいと考えております。 

次に、「防災井戸の運用」では、１３７ページの第１０節 需用費の消耗品

費のうち、１９万１万円を、１３９ページの第１７節 備品購入費で、庁用備

品３６万１千円などを計上しています。 

ライフラインが寸断された場合に備え、令和７年から運用している防災井戸

の管理に努めるとともに、この井戸から斑鳩南中学校プールへ貯水・給水する

ための資機材を調達します。 

最後に、「災害時宿泊施設の利用助成」では、１３９ページの第１８節 負

担金補助及び交付金で、一番下の避難者宿泊施設利用補助金１０万円を計上し

ています。 

大雨や台風に伴う風水害時の避難情報発令時に、避難行動要支援者等が一時

的な避難所として宿泊施設を利用した場合の宿泊費用を一部助成する制度を創

設してまいります。以上、説明といたします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。 
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説明が終わりましたので、第８款 消防費について質疑をお受けします。 

奥村委員。 

 

予算の概要の２ページのところでございます。 

災害対応無人航空機（ドローン）の運用というところなんですけども、毎回

これは一般質問をさせていただいたりとかいろいろな形で私、質問させていた

だいてるんですけども、今回、ドローン運用のための予算が３２６万６千円を

充てていただいておりますけれども、一般質問させていただいたときは「町と

しては国の補助を受けて導入したい」というご答弁でございましたけれども、

ドローンを導入するに当たって、その必要性について町としてのご認識をお聞

かせいただきたいなと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

町といたしましては、災害対応無人航空機（ドローン）については非常に有

効な資機材であるというふうに認識をというところでございます。 

初期対応に当たりまして、大雨災害であるとか土砂災害の被災状況を把握す

る手段として非常に有効な資機材であると認識しているところでございます。 

今ありましたとおり、本事業につきましては、調達に当たりましては有利な

財源の確保、活用しながら導入する方針としておりますので、ご理解賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。３月１１日の東日本大震災からもう１５年を迎える

ということなんですけども、災害というのはいつ起こるか分かりません。近隣

の町でもしっかりと導入されているという事例もございますし、いつも心配な

のは、災害発生時にドローンがない中で、本当に大雨洪水災害であったりとか

土砂災害とかがあったときに、その初動対応として職員さんが危険をおかして

現場に行くという、そのことで命が危ないっていうこともございますし、東日

本大震災でもやはり消防の職員さん、消防の方々が命を落とされたという事例

がいっぱいございます。 
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町民の皆さんの安心安全を守るためにも、早期導入が必要だなというふうに

も切実に感じますけども、お考えを伺いたいと思います。 

 

先ほどもご答弁させていただきましたが、ドローンにつきましては本当に非

常に有効な資機材ということを認識はしておるところでございます。 

ただ、財源の確保というところでかなり高額なところもございますので、有

利な財源を確保しながら、また活用しながら、導入を検討してまいりたいと考

えております。 

現在この資機材の調達に当たりましては、補助率が１０分の１０という非常

に有利な消防団の力向上モデル事業という補助メニューがございまして、そち

らのほうに今、申請を既に行っておりますので、そちらのほうの結果待ちとい

うことでまたご理解をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 

私としてはやはり職員さんの命、安全安心また町民の方の安全安心を守るた

めにも、早期の導入を要望させていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

次に、その下のところに資機材の運搬車の導入というのがあるんですけど

も、この資機材運搬車というのは給水タンクとかの運搬を目的に、また災害時

の資機材を乗せるということをおっしゃっておりますけれども、どれぐらいの

容量の給水タンクを乗せることができるのか、積載できるのか。 

また配備できる時期はいつ頃になるのかとか、これを、この車を置く常駐場

所はどこになるのかを教えていただきたいと思います。 

 

資機材運搬車の導入についてでございますが、火災救助活動をはじめ災害時

に使用する資機材や、今、委員おっしゃっていただきました給水タンク等を運

搬することを目的に、消防団等が使用する資機材運搬車を導入いたすこととし

ております。 

現在、使用と考えているところが最大積載量２トン未満で、普通免許の方で

運転が可能な車両を導入する計画をしております。給水タンクの容量でいきま

すと、最大１トンの容量の水を運搬する想定をしておるところでございます。 
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導入時期につきましては、新年度、令和８年５月中旬に入札を実施いたしま

して、資機材運搬車を取得することにつきまして、今、７００万円を超えるこ

とが予想されておりますので、直近の議会に取得の議案を提出させていただき

議決をいただくということを想定しております。 

その中で議決後に約９か月程度、製造になるという見込みがございまして、

令和９年の、令和８年度の最終の３月下旬頃に引渡しの計画をしているところ

でございます。 

常駐場所につきましては、役場の地下駐車場に駐留させていただきたいと考

えております。 

 

齋藤委員。 

 

先ほど奥村委員の質問の続きですけども、ドローンですけども、これは何機

導入する予定でしょうか。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

現在１機で申請を行っております。 

 

そうしましたら消防団に配置すると思いますけども、この消防団のドローン

の講習、運転というのか、機器の講習は消防団がするんでしょうか、それとも

町の職員がするんでしょうか。 

 

消防団が行う想定をしております。 

職員の中で消防団員に入団している職員を、その操縦の任命するための研修

を昨年度、今年度３名の職員が研修を受けさせていただいたところでございま

す。 

また少し法律が変わりまして、その操縦をするに当たりましては国家資格が

必要になって、１名は必ず国家資格が必要になってくる条件に変更になってお

りますので、この申請に合わせまして採択された場合については、国家資格を

取得するこの費用についても、新年度、令和８年度で計上させていただいてい
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課長 

 

 

 

委員長 

 

るところでございますので、ご理解いただければというふうに考えておりま

す。 

 

ドローンの保管場所というのは、町の庁舎ですか。それとも消防団の屯所で

すか。 

 

役場の事務所でございます。 

 

先ほど「国から１０分の１０で申請してる」とおっしゃってましたけども、

もしそれが通らなかったらやめるということなんですか、それとも通らなくて

も購入するということなんでしょうか 

 

現在、採択された場合のみ導入するという計画をしております。 

 

ということは、採択されなかったら、今年度はやめるということで理解して

よろしいでしょうか。 

 

おっしゃるとおりでございます。 

 

それから１３７ページの１２番の委託料の下から三つ目です。 

聞き漏らしたか分かりませんけども、被災者支援システム機器更改業務委託

料とありますけども、これは更新となってますから、現在、設置してるんだと

思いますけども、具体的にはどんなシステムなんでしょうか。 

 

大災害が発生した場合に罹災証明書を発行するシステムでございます。 

税務課職員が被災の家屋等を巡回いたしまして、それの入力をした上で速や

かに、住基システムとリンクをしておりますので、そのシステムを用いて速や

かに罹災証明書を発行するというシステムでございます。 

 

ほかにございますか。 曽谷安全安心課長。 

 



 - 36 - 

安全安心

課長 

 

 

委員長 

 

溝部委員 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

安全安心

課長 

 

 

 

溝部委員 

 

安全安心

課長 

 

 

溝部委員 

 

安全安心

課長 

 

失礼しました。付け加えて、被災状況であるとか避難状況等につきましても

そのシステムで管理ができておりますので、そちらのほうで入力を完了させて

いただくという形にしております。 

 

溝部委員。 

 

予算の概要のところの３ページの防災井戸の運用というところで、今回その

資機材を整備されるということなんですけれども、災害が起こったときに、プ

ールに井戸から水をくみ上げるそういう機材なのかなあと思うんですけれど

も、そのプールに貯めてどれぐらいの方が利用できるような規模の貯水ができ

るのかとか、何日間ぐらい対応できるのかとかということがわかれば教えてい

ただきたいんですけれども。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

現状の斑鳩南中学校のプール容積につきましては、４５０立米になっており

ます。まず満タンになった場合で、全て枯渇するまでということであれば５６

時間の時間を給水できるという状況にはなっているというプールの容量はなっ

ております。 

 

その５６時間で貯水できると。 

 

失礼しました。１人１日当たり１０リットルから２０リットル必要だと言わ

れてるところでございます。プールの容量でいくと２万２，５００人分程度が

出せるという形の机上の上ではしてるところでございます。 

 

それで何日間ぐらいいけるんですか。 

 

災害の井戸がございますので、そこからはもうずっと湧き続けてますので、

もうずっと循環といいますか、最大貯められるのが４５０立米がプールの容量

としては確保できるということですので、ずっと井戸が枯渇するまではいける
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かなとは思います。 

 

井戸が何か災害で破損したりとかで上げることができない限りは、ずっとそ

こに水を貯め続けることができるということですね。 

 

おっしゃるとおりでございます。 

 

あともうひとつ、どの項目か分からないんですけれども、災害時の受援体制

についてちょっと少し教えていただきたいんですけども、災害が起こった場合

にいろいろなところから支援物資が来ると思うんですけれども、国から送られ

てくる支援物資とかがかなり膨大になるということがあると思うんです。 

そこの保管場所というか、それをどこに保管しておくのかというのが結構い

ろいろな自治体でも問題になってるみたいなんですけども、斑鳩町はどこに保

管するとかというのは決まっているもんなんですか。 

 

本町では地域防災計画において、地域防災拠点として小学校・中学校・中央

体育館などの８施設を選定しているところでございます。 

物資輸送拠点といたしまして、災害用のヘリポートである斑鳩小学校の運動

場を、この物資輸送拠点として防災計画の中では位置づけしているところでご

ざいます。 

 

ということは、斑鳩小学校の運動場なり、校舎なり、中に来たものを順次、

保管していくという形になるんですか。 

 

おっしゃるとおりでございます。 

 

ありがとうございます。国からのそういう物資ってひとつ断ると何か全てが

来なくなるみたいな話も聞くんです。何かそういう物資っていろいろなものが

パッケージになっていて、この部分は余っているからもう要らないとなって、

それを拒否すると何か全ての物資が来ないみたいなような話を聞くので、その

辺りというのはどんな感じになっているんですか。 
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現在、国と県、各市町村とシステムを組んでおりまして、必要な物品につき

ましてはそのシステムを用いて、いただきたい必要な物品というところを国が

一元管理しておりますので、そのシステムで各市町の被災状況によりましてプ

ッシュ型で、この物資がないというところで、国がプッシュ型で物資を届けて

いただけるという形になっております。 

足りない分についてはそのシステム上で国が把握しておりますので、そちら

の今おっしゃっているような形にはならないような状況かなと考えておりま

す。 

 

ほかにございますか。 木澤委員。 

 

予算書の１３５ページの広域消防組合の負担金についてですけども、これ金

額が上がってるんですけど、これはどういった理由によるものでしょうか。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

新年度、令和８年度につきましては主な増額になった要因につきましては、

義務的経費になります人件費が前年度と比較いたしまして４億４，７００万円

程度増額するところでございますので、そちらの負担金の増というところと、

また消防指令システム、デジタル防災行政無線の、デジタル無線関係の構築が

また第２期の分が始まってまいりますので、そちらのほうの増額というところ

で、負担金の増ということでご理解いただければというふうに考えておりま

す。 

 

わかりました。単純にその基準財政需要額割での率が増えたとかそういうこ

とではないんですね。 

 

負担の割合については、昨年度と一緒という形でございます。 

 

そしたら次に、非常備消防費の１７節の備品購入費、高機能な消火ノズルと
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いうのはどんなものなのか教えてもらいますか。 

 

１人でも簡単に筒先が持てるというノズルになりまして、普通でしたら筒先

の右手のほうでノズルを停止したり放水したりというところになるんですが、

停止したりというところもできて、あとトリガーがついてまして、トリガーで

水を打ったり止めたりというところが１人でできる、１人で活動が。２人です

るんですが、１人でも容易にできる高機能のノズルということでご理解いただ

ければと思っております。 

 

それというのは、今ある物よりも高額になるんでしょうか。これは消防団の

ほうで導入するということなんですけど、自治会等で設置しているノズルがあ

りますよね。あれこそふだん慣れてない人って、１人でできるやつのほうがい

ざというときには助かると思うんですけど、金額的な面も含めて今後の配備に

ついてはどう考えたらいいんでしょうか。 

 

申し訳ありません、今、金額を調べさせていただきますが、かなり高額なも

のになります。こちらのほうにつきましても国の補助金を活用して今、申請を

行っているところでございます。 

こちらのほうについても、補助が採択されない場合については、また見送る

という形は取っておりますが、現在この申請を行う中で、消防団員さんからの

ご要望もございますので、そちらのほう導入してまいりたいというふうに考え

ております。 

 

また金額が分かったら、後刻で構いませんので教えてほしいです。 

 

失礼しました。１本当たり１８万円というところになります。 

 

そうすると、なかなかさすがに自治会の備品としては難しいということです

ね。わかりました。そう理解しておきます。 

それとですね、１３７ページのところに奈良県広域水道企業団の負担金とい

うのが１４６万８千円計上されているんですけど、これはどういったものにな
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るんでしょうか。１３７ページです。 

 

消火栓の点検の委託料の負担金ということでございます。 

 

消火栓て、消防団のほうでも点検いただいてると思うんですけど、それとは

また別の分になるんでしょうか。 

 

今、６１１栓町内にございますが、そちらのほうを４つの区域に割りまして

広域水道企業団のほうで年次点検を行っているところでございます。 

消防団につきましては日常点検ということで、上期と下期で全てのところを

回わるというのはちょっと困難でございますので、毎月１日、１５日の点検の

ときに、直近の消火栓を漏水がしてないかどうかというところを、日常的なと

ころについては消防団のほうで確認をいただいているというところ。 

失礼しました。 

消防団については、防火水槽を日常的に上期と下期で確認をいただいている

というところでご理解をいただきたいというふうに考えております。 

 

そしたら私の勘違いということですね。消火栓ではなくて防火水槽を消防団

で点検していただくということですね、はい。わかりました。 

そしたら最後に、先ほどの井戸のプールにお水を貯めることですね、これは

よう考えていただいて、必要なものなので対応していただけるのはありがたい

と思うんですけど、通常、学校のプールって使っているときはどうするのかと

いうと、使っていないときって水を張っていてかなり濁っていると思うんです

けど、そんな状態で水を抜いてすぐに水を貯められるものなのか。 

学校で使っているときはどうするのかとか、その辺はどう考えたらいいんで

しょうか。 

 

プールの水は飲み水ではありませんので、この冬の場面でかなり藻が発生し

ているような状況であれば、ちょっと考える必要性というのはあるとは思うん

ですが、トイレの水を利用いただくということであれば、その水を一旦、利用

いただいて、また井戸からの給水をしていくというところで考えております。 
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プールの水は一旦、抜いてしまうとプールの構造上、問題がございますの

で、常に水を張っている状態ということで、万が一、生徒さんが利用されてい

る場合に大災害が起きたというところについては、当然もう学校のところにつ

いてはプール指導というのもできないところでございますので、そちらのほう

は学校長さんと協議を行いながら、その水の使用については適切に行っていき

たいというふうに考えているところでございます。 

 

飲料水ではないというのと、生活用水で優先されるのはトイレやとは思うん

ですけど、ただ、洗濯に使ったりお風呂に使ったりということでどのように使

われるのか分からないと思うんです。もう完全にトイレだけにしてくださいと

言うんやったら、濁った状態でもかまへんと思うんですけど、そこは町のほう

で用途を限定してという形で考えてはるのか、そこはどうなんでしょうか。 

 

西巻総務部長。 

 

今、先ほど「藻が張るような状態」という課長が答弁させていただいたんで

すけども、できたらそれまでに井戸の点検を兼ねて、いわゆる藻が張らへん状

態で張替えとしていけば、ある程度、水質のほうも大丈夫なのかなと。 

そういったものを試行をしながら、どういったものがいいのかなというの

を、手探りですけどもあたりながらやっていきたいかなというふうに思ってお

ります。以上です。 

 

ほかにございますか。 中川議長。 

 

１３５ページの第１節の消防水利団員報酬９８８万３千円かな。これは何名

分やろ。 

 

曽谷安全安心課長。 

 

予算上は８０名の予算要求をさせていただいてるところでございます。 
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定員というのは何名やろ。３分団合計で。 

 

条例上は１００名になっております。 

 

条例上１００名で今は８０名の予算ということで、２０名足らずになってる

ということやんな。 

その中でも８０名の中にかなりの割合でというか、出初めでも一般人は出ら

れない方もおられるか分かりませんけど、出初めなんか参加させてもらった

ら、職員さんの割合も結構増えとるし、パワハラやないけど何か「職員やから

入れ」と言われて入ってるのかなというふうに見えてしまうねんな、こっちの

目で見たら。団員が足りないから。 

だからその団員を増やすための何か努力というのはしてるのかな。 

 

団員さんの減少というのは非常に課題であるというふうには考えておりま

す。 

その中で、イベントごとに消防団の団員さんの募集ということで、イベント

で募集もさせていただいています。その中で８月に夏休みに児童防災リーダー

研修会というものを小学校の４年、５年、６年の方を対象に３年前からさせて

いただいておりますが、幼少期から消防団員なり消防職員との触れ合いという

ところで、機運づくりというところを行って、また子どもさんと一緒に来られ

たお父さんお母さんについても、団員さんのほうに勧誘といったらあれですけ

ども、入っていただくような機会づくりというところについては努めていると

ころでございますが、なかなか急激に増加していないというところが現状でご

ざいます。 

 

そういう努力してもらっているというのが今わかりましたし、そういうきっ

かけで団員さんが増えればいいなという思いもあります。 

ただ、無理に足らんからと言って職員さんを入れるようなことがないように

だけお願いしておきます。 

 

では、これをもって、第８款 消防費に対する質疑を終結します。 
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次に、第１０款 災害復旧費、第１１款 公債費、第１２款 予備費につい

て、あわせて説明を求めます。 西巻総務部長。 

 

それでは、第１０款 災害復旧費、第１１款 公債費及び第１２款 予備費

について、あわせてご説明を申しあげます。 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

一般会計予算書の１７０ページから１７３ページにかけてをお願いします。 

はじめに、第１０款 災害復旧費です。 

災害の発生に伴い、早急に各施設の災害復旧に対応できるよう、名目として

１千円を、それぞれの費目において計上しています。 

続きまして、１７４ページから１７５ページの第１１款 公債費です。 

はじめに、第１目 元金です。 

新年度は、８億４，４９７万１千円を計上しています。前年度と比較して、

４２４万７千円、０．５％の増額となっています。 

次に、第２目 利子では、新年度は、３，２４８万５千円を計上していま

す。前年度と比較して、４０２万９千円、１４．２％の増額となっています。 

町債の活用については、世代間の負担の公平性を考慮しながら、本町の行政

課題を克服していくためには、建設地方債の活用もやむを得ないものと考えて

います。 

ただ、後年度、確実に財政負担が生じることから、可能な限り、借入金の縮

減に努めるなど慎重に対応してまいりたいと考えております。 

最後に、１７４ページの第１２款 予備費です。 

不時の支出に備えるため、新年度は、５，０００万円を計上しています。 

以上、説明といたします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。  

 

説明が終わりましたので、第１０款 災害復旧費、第１１款 公債費、第１

２款 予備費について、質疑をお受けします。 

 

（ な  し ）  
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これをもって、第１０款 災害復旧費、第１１款 公債費、第１２款 予備

費に対する質疑を終結します。 

以上で、総務部・会計室・議会事務局所管に係る予算についての審査を終わ

ります。 

理事者入れ替えのため、１１時３０分まで休憩します。 

 

（ 午前１１時１１分 休憩 ） 

（ 午前１１時３０分 再開 ） 

 

再開します。 

それでは、住民生活部所管に係る予算審査を行います。 

初めに、第２款 総務費について、説明を求めます。 中原住民生活部長。    

  

それでは、第２款 総務費のうち、住民生活部が所管する各科目の予算につ

いて、ご説明させていただきます。 

失礼して、着席にて説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、令和８年度斑鳩町一般会計予算書の５７ページをお願いい

たします。 

はじめに、第１目 一般管理費で、無料法律相談の実施として、５７ページ

の第１２節 委託料の中ほどで、無料法律相談委託料１４４万１千円を計上し

ております。 

次に、６２ページから６５ページの第８目 交通安全対策費です。 

放置自転車の防止として、６５ページの第１２節 委託料で、放置防止指導

業務委託料６５万７千円などを計上しています。 

続きまして､第３項 戸籍住民基本台帳費です。 

６８ページから７１ページにかけての第１目 戸籍住民基本台帳費です。 

新年度は、９，０９０万４千円を計上しています。前年度と比較して、５１

万１千円、０．６％の減となっています。 

住民基本台帳ネットワークや戸籍総合システムの運用に関する費用などを計

上してします。 

新年度は、戸籍附票システムの標準化や振り仮名に係る改修、証明書コンビ
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伴委員 

 

 

 

 

 

 

住民課長 

 

ニ交付システムの戸籍附票に係る改修を行います。 

以上、説明といたします。よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげま

す。 

 

説明が終わりましたので、第２款 総務費について質疑をお受けします。 

 伴委員。 

 

 ７１ページのこの戸籍住民基本台帳費、１２節の委託料、これは今ここでよ

ろしいですね。この監視カメラシステム保守業務委託料というのを質問したい

んですけど。これ、結局普通防犯カメラと監視カメラと、僕正直言うて、使い

分けがだいたいわかってませんねん。この監視カメラというのはどういうこと

なんでしょうか。 

 

 峯川住民課長。 

 

 この監視カメラシステム保守業務委託料というところですけども、住民課の

窓口の前に自動交付機、マイナンバーカードで証明書等自動交付機あるんです

けども、そこのほうに監視カメラというかつけさせていただきまして、防犯カ

メラのようなものなんですけども、マイナンバーカード証明書交付のそういう

機器とか、そういった形の保守であったりとか、そういったところの監視する

というところでカメラをつけさせてもらってます。 

 

 普通防犯カメラやったら、警察が事件があったら見せてほしいとか、こうい

うカメラというのは役場内で見てはりまんのやろか、雰囲気はわかりまんね

ん、今の説明で、無人の交付機があるから置いてる、ＡＴＭなんかやったらお

金出し入れするからわかるねんけど、それと同じように重要な書類を出すとい

うことで、置いてはるんやろと思いまんねんけども、どんなタイミングで誰

が、その監視カメラの映像を見るようなケースってありまんの。 

 

 今、委員おっしゃるように防犯面で、不正があったときのためには設置して

いるんですけども、今までそれてみる必要があったというところはないんです
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けども、やはりそういった不正とか盗まれるということはないと思うんですけ

ども、そういったためにつけさせてもらって、わかるようにつけているという

ところと、なんかあった場合には業者とも相談して中身の確認をして、操作確

認ができるというような状況で、警察との関連というのはないですけども、業

者で、こちらで確認をするという面でつけさせていただいております。 

 

 ほかにございますか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、第２款 総務費に対する質疑を終結します。 

次に、第３款 民生費について、説明を求めます。 中原住民生活部長。 

 

それでは、第３款 民生費のうち、住民生活部が所管する各科目の予算につ

いて、ご説明します。 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、一般会計予算書の７４ページをお願いいたします。 

はじめに、第１項 社会福祉費です。 

７４ページから７７ページにかけての第１目 社会福祉総務費では、新年度

は、３億５，４９７万４千円を計上しています。前年度と比較して、３，２６

８万７千円、１０．１％の増となっています。 

主な予算の内容は、職員に係る人件費のほか、社会福祉団体への補助金、国

民健康保険事業特別会計への繰出金などに要する費用となっています。 

次に、７６ページから７７ページの第２目 老人福祉費です。 

新年度は、８，８９２万６千円を計上しています。前年度と比較して、９４

５万１千円、１１．９％の増となっています。 

主な予算の内容は、第１８節 負担金補助及び交付金で、三室園組合への負

担金として３，１２６万５千円、第１９節 扶助費では、老人福祉施設措置費

として６９５万６千円、高齢者優待券交付費として１，８６４万５千円、高齢

者外出支援タクシー基本料金助成金として１，０９８万８千円などを計上して

います。 
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次に、７８ページから７９ページの第３目 老人憩の家運営費です。 

老人憩の家の会計年度任用職員の人件費のほか、施設の維持管理等に必要な

費用として、新年度は、３，２５７万７千円を計上しています。前年度と比較

して、１２０万１千円、３．８％の増となっています。 

次に、７８ページから８１ページの第４目 医療対策費です。 

新年度は、２億６，１６５万９千円を計上しています。前年度と比較して、

１，７５２万円、７．２％の増となっています。 

本町の医療費助成制度の経済的・時間的負担の双方を徹底して軽減している

特長を生かして、引き続き、安心して医療を受けられる環境を整備に努めてい

きます。 

次に、８０ページから８１ページの第５目 人権対策費です。 

人権思想の普及、人権意識の高揚を図るため、新年度は、５５万６千円を計

上しています。 

次に、８０ページから８５ページにかけての第６目 障害福祉費です。 

新年度は、１２億７，１７６万７千円を計上しています。前年度と比較し

て、２億４，２６０万８千円、２３．６％の増となっています。 

この費目は、障害者総合支援法に基づくサービスの給付が過半を占めてお

り、８２ページから８５ページの第１９節 扶助費で、１２億２０６万９千円

を計上しています。 

次に、８４ページから８７ページにかけての第７目 ふれあい交流センター

いきいきの里管理運営事業費です。 

ふれあい交流センターの会計年度任用職員の人件費のほか、施設の維持管理

等に必要な費用として、新年度は、４，５７１万８千円を計上しています。前

年度と比較して、２７６万６千円、６．４％の増となっています。 

次に、８６ページから８７ページの第８目 介護保険事業繰出費です。 

新年度は、４億７，３５４万３千円を計上しています。前年度と比較して、

１，８３６万９千円、４．０％の増となっています。 

介護保険の給付に係る町の法定負担分のほか、地域支援事業費に係る町の負

担分、職員人件費や事務費に係る繰出金を計上してします。 

次に、第９目 総合保健福祉会館管理運営費です。 

新年度は、１億２，５５６万円を計上しています。前年度と比較して、８，
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４０４万９千円、３０２．５％の増となっています。 

主な予算の内容は、新年度から２か年で、空調設備の改修に取り組むほか、

施設の維持管理等に必要な費用となっています。 

次に、８８ページから８９ページの第１０目 後期高齢者医療費です。 

新年度は、５億４，５２３万円を計上しています。前年度と比較して、３，

７８９万３千円、７．５％の増となっています。 

医療給付に要する費用のうち、町の法定負担分を奈良県後期高齢者医療広域

連合に納付するほか、事務経費、広域連合の運営に係る経費、そして低所得者

に対する保険料の軽減措置に係る補填分に係る繰出金を計上しています。 

続きまして、第２項 児童福祉費です。 

はじめに、８８ページから９１ページにかけての第１目 児童福祉総務費

で、児童福祉事務に関わる職員の人件費のほか、保育所、学童保育、児童手当

以外の事務や事業に係る費用として、新年度は、１億６，８４９万７千円を計

上しています。前年度と比較して、２，０８０万８千円、１４．1％の増とな

っています。 

増額となった主な要因は、民間保育施設の施設改修支援等によるものです。 

９１ページの第１８節 負担金補助及び交付金で、上から２つ目の私立保育

所運営費補助金５，７８２万円を計上しています。新年度は、町内の民間保育

施設の安定的な保育士雇用のため、民間保育施設の保育士に対する給与改善費

補助金を増額するなど、民間保育所の運営支援の充実を図ります。 

また、下から２つ目の就学前教育・保育施設整備事業補助金１，５４９万１

千円を計上しています。新年度は、民間保育施設の保育定員拡大にかかる施設

改修を支援し、保育のニーズ量の充足を図ります。 

さらに、第１９節 扶助費で、妊婦および３歳未満の乳幼児の保護者を対象

に、タクシー利用料金の一部を助成する「マタニティ・子育てタクシー利用料

金助成事業」について、奈良県のタクシー運賃の改定にあわせて助成ができる

よう、当事業の助成額等を1メーターの運賃に準じて改定し、妊娠・子育て期

の外出支援の充実を図ります。 

次に、９０ページから９５ページにかけての第２目 保育園費です。 

保育士などの人件費を含む町立保育所の運営に要する費用として、新年度

は、５億３０２万３千円を計上しています。前年度と比較して、１，７０９万
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３千円、３．５％の増となっています。 

次に、９４ページから９５ページの第３目 児童保育費です。 

新年度は、８億４，２４５万３千円を計上しています。前年度と比較して、

１億５，１３７万６千円、２１．９％の増となっています。 

増額となった主な要因は、私立保育園等に支払う基準となる国の公定価格

が、人事院勧告等の影響を受け改善されたこと、近隣市町村の私立幼稚園が認

定こども園となったことによる１号認定児の増によるものです。 

新年度から、国が進める乳児等通園支援事業、いわゆるこども誰でも通園制

度でありますが、これを本町において開始するため、第１２節 委託料で、一

番下の乳児等通園支援事業委託料８１万円を計上しています。 

次に、９４ページから９７ページにかけての第５目 児童手当支給事業費で

す。 

児童手当及びその給付に要する事務費として、新年度は、６億３，８５０万

円を計上しています。前年度と比較して、９７４万４千円、１．５％の減とな

っています。 

０歳から１８歳までの児童を育てる保護者に、所得制限なく児童手当の支給

を行っており、広く子育て世代を支援しています。 

最後に、第３項 災害救助費です。 

第１目 災害救助費で、万一の災害の発生に備え、早急な対応を図るため、

前年度と同額の２千円を計上しています。以上、説明とさせていただきます。 

よろしくご審議賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

ここで、民生費についての説明が終わりました。 

１３時１５分まで休憩します。 

 

（ 午前１１時４６分 休憩 ） 

（ 午後 １時１５分 再開 ） 

 

再開します。 

第３款 民生費について質疑をお受けします。 齋藤委員。 
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奥村委員 

 

７７ページの一番下のところ、１９節 扶助費の高齢者外出支援タクシー基

本料金助成金ですけども、令和７年度の予算は１，７８５万５千円で、今回は

１，０９８万８千円と、えらい減ってるんですけども、これは需要がないから

なのかどうなのか、教えてもらえないでしょうか。数字、違ってました、すみ

ません、需要がないのかどうか、教えてもらえますか。 

 

大塚福祉課長。 

 

高齢者外出支援タクシーの件なんですけども、こちらのほう交付人数につき

ましては令和５年度が５，６４２人、令和６年度が５，７２４人、令和７年度

は１２月末現在で５，７０２人となっておるところなんですけれども、利用者

の枚数といたしまして、令和５年度が１万４，８６４枚、令和６年度が１万

４，２０７枚、令和７年度は２月末までに事業所さんから請求された約１０か

月分の枚数といたしまして１万２，００１枚となっておりまして、少し減少傾

向にあるところではあります。 

令和８年度の予算額につきましては、近年の利用実績に基づきまして積算し

て、減額となっているものとなっているものです。前年度は、ごめんなさい私

の認識では１，１８６万６千円だったかなと思っております。 

 

すみません。間違えですけども。そうしましたらもうひとついいですか。 

高齢者外出支援クシーの基本料金ですけども、需要はほとんど一緒というこ

とですけども、タクシーが来ないとか、そういうような話は聞いておりますで

しょうか。 

 

そうですね、なかなか予約は受けてもらえないといったようなことはお聞き

しております。 

 

ほかにございますか。 奥村委員。 

 

予算書の８６ページ、総合保健福祉会館の充実、予算の概要の５ページなん

ですけども、今回、空調設備の改修を令和８年からの２か年計画でされるとい
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うことなんですけども、この総合福祉会館というのはもう本当に日々たくさん

の高齢者から小さい方まで来られてるんですけれども、工事のために使用でき

なくなるとか、そういう貸館というか会館を貸していただけなくなるとか、そ

ういういろいろ影響が出てくるということはないでしょうか。 

 

北住民生活部次長。 

 

こちらの工事につきましての事業のスケジュールなんですけれども、令和８

年９月に工事請負契約を締結しまして、１０月から１２月を準備期間として、

令和９年１月から５月と、１０月から１１月で施工する予定をしております。 

空調設備の系統別で段階的に施行するため、工事期間中におきましても会館

の利用は継続できるよう配慮いたしたいと考えておりますが、貸館部分につき

ましては基本的に平日に施工することで早期に竣工を目指しております。 

各事業に影響が出ないよう休日も活用しながら進めていきたいと考えている

ところです。その際には利用者の方々に対しましては、事前に会館の総合案内

や広報等で周知してまいりたいと考えております。 

 

ありがとうございます。本当にたくさんの人がこの総合福祉会館を利用され

ておりますので、いろいろ変更がございましたらまたお知らせのほうよろしく

お願いしたいと思います。 

それと次に、予算書の８４ページ、ふれあい交流センターいきいきの里の件

でございますけども、これはご要望なんですけれども、ふれあい交流センター

の風呂場の椅子の件なんですけれども、利用された方が少し股関節を痛めてお

られて、セッティングされていた低い椅子には座れなくて、結局のところ立っ

ていろいろしなければならなかったということなんですけども、入浴介助用の

座面の高い椅子を準備していただけるのかどうか、その辺、確認させていただ

きたいんですが。 

 

大塚福祉課長。 

 

今ご質問いただきましたふれあい交流センターにつきましては、浴室に通常
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福祉課長 

 

の風呂椅子のほかに男女それぞれの浴室に２脚ずつ高さを調節することができ

るシャワーチェアを配置しております。今おっしゃっていただいたものは高さ

を変えられるようになっておりますので、座面が高い状態にセッティングした

ものも配置をするようにいたします。 

 

奥村委員。 

 

ありがとうございます。やはり高齢化は本当にどんどん進んでおりますの

で、どんな方も利用できるような体制をよろしくお願いいたします。 

 

伴委員。 

 

８０ページの第６目の障害福祉費、これについては今まで非常に費用が上が

ってきたなというのを毎年、予算委員会で感じてきてるんですか、内容が内容

なので、なかなか仕方がないと。必要なもんやということで言ってなかったん

ですが、今回も一度質問したいなと。 

今回もこれ２５％を超える上昇になっていると。これの原因といいますか、

その主だった原因、このあたりはどのあたりにあるんでしょうか。 

 

大塚福祉課長。 

 

今、ご質問いただきました障害福祉費の件なんですけれども、利用者さんで

あったりですとか、利用機会ですとかが増えておることが原因で給付費が増加

しておるものになりまして、今年度の予算につきましても令和７年度の上半期

の伸び率を基に積算したものになっております。 

 

やはり該当される方がそれだけのペースで増えてきていると、こう解釈させ

てもらっていいんでしょうか。 

 

利用される方の数が増えたというだけではなくて、例えば、障害児さんのほ

うでしたら、そのおひとりの方が利用する回数というものも増えてきまして、
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利用者さんも増え、回数も増えて少し伸び率が大きくなっておるところではな

いかと考えております。 

 

非常にこれも仕方がないのかなあというか、これはこれで費用としてなって

いくと。非常に全体の予算の中でもその費用の比率が高くなっているというの

を常に目にしてるんですけども。これはできるだけそうしてあげてください。  

ちょっとこれは難しいですね。 

次に、続けてお願いします。今、同僚委員が質問しましたことと同じように

８７ページの１４節の工事請負費、空調設備、総合福祉会館のやつなんです

が、これ２年に続けてという説明というか、費用は、これまた別途、次の年に

かかってくると。この８，２００万円ちょいの金額で２年分ということでしょ

うか。 

 

北住民生活部次長。 

 

こちらのほうは、令和８年度に一括で入札を考えておりまして、令和８年度

にこの８，２４０万円、令和９年度に３，７６０万円で、合計１億２千万円の

事業計画を今、考えているところでございます。 

 

結構大きな買い物になってくるといいますか。空調というのは行政の場合と

いいますか、この施設の場合なのか私、分かりませんけど、もうこの年数がき

たらチェンジするというか更新していくという感じ。やはり使えない、故障す

るとやはり非常に問題があるので、そういう感じにいってるのか。 

たしかこれ、私こっち寄せてもらってからちょっと経ったぐらいで、もう十

七、八年ぐらいになってくるのかなという感じはしてるんですけど、この計画

というのはどういう感じで考えてこれを更新されてるのか、教えてください。 

 

今回は１８年が経ってというので、この空調の設備というのがかなり修繕が

今までからもございまして、その辺りで最近では暑い時期というのも多くなっ

ておりますので、緊急性という部分でこの空調の設備のほうをまずは取り組ん

でいきたいというふうに考えております。 
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委員長 

 

溝部委員 

 

 

わかりました。 

 

西巻総務部長。 

 

すみません。先ほど、北次長のほうから答弁させていただきました計画の話

でちょっと追加、補足説明させていただきます。 

恐れ入りますが予算書の７ページをご覧いただけますでしょうか。 

第２表の継続費の二つ目のところですね、社会福祉費、総合保健福祉会館の

充実として１億２千万円、これが先ほどご答弁させていただいた空調の関係の

予算措置となっております。 

こうした継続費を組むことによりまして令和８年度にこの１億２千万円で入

札にかけることができますので、令和８年度、９年度の２年間で工事を行って

いくということになってます。 

また財源につきましては、緊急防災事業債を活用しまして、充当率１００％

になっています。 

ということは、一般財源での当該年度の措置というか、そういったものもご

ざいませんし、今年度、交付税措置もございますので、有利なそういった財源

を活用しながら年次更新していくということでございますので、ご理解願いま

すよう、よろしくお願いします。 

 

伴委員。 

 

今の部長の話で、こんなんかなと思ってあれしましたけど、これ今、説明を

もう一度、お聞きすると、非常にうまく運用していただいているということが

よくわかりました。安心しました。以上です。 

 

ほかに質疑ございますか。 溝部委員。 

 

予算書の８３ページ、１７節備品購入費で、公用車というのがあるんですけ

れども、今回、予算で結構、公用車の購入がほかの課にも幾つかあったと思う



 - 55 - 

 

 

 

委員長 

 

総務部長 
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んですけれども、これは購入されるということで、そのリースとかと比べても

やはり購入するほうが経費的にもよいというか、そういうのはあるんですか。 

 

西巻総務部長。 

 

公用車ということでほかの費目もございますので、私のほうから一括してご

答弁させていただきます。 

ただいま委員ご指摘のとおり、いわゆるリースもあるよということなんです

けども、今回これら公用車につきましては、先ほども申しましたが有利な地方

債がありまして、それを活用できますことから、今回はいわゆる耐用年数、あ

るいは購入してから年月が経つものについて更新していこうと。 

といいますのも、今、車両の安全性能ですね。そういったものも高まってま

すし、それはもうドライバーだけじゃなくていわゆる歩いておられる方、自転

車に乗っておられる方の衝突防止であったり、そういった観点からも更新して

いこうと。できる限りそういったものに更新していこうと。 

さらには、ハイブリッド車ということで、環境にも優しい形で更新できれば

なということで環境に優しいほうの地方債を活用しまして、できる限り更新さ

せていただこうと思っております。 

また年次的にまた、つきましたら、こういった起債が残っているようでした

らそれを活用しますし、今後そういった起債も年次措置なわけでございますか

ら、後々はそういった今、ご提案いただきましたリースのほうも活用しなが

ら、うまく更新できたらなというふうに考えておりますので、よろしくお願い

します。 

１点、忘れてました、大事なことを。ハイブリッドにすることによって、災

害時の給電にもなりますので、ちょうど一般質問でご答弁させていただいたよ

うな形で車両自体が給電になりますので、そういったことにも活用していきた

いということで総合的に勘案して、今回こういうふうな措置をさせていただい

たということでございます。以上です。 

 

ありがとうございます。 
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木澤委員。 

 

予算書の７７ページのところですね。 

先ほどからありましたように、高齢者の外出支援のタクシー券ですね、住民

の方からは「タクシーを呼んでも来ない」と、「予約もできない」ということ

で、なかなかこのタクシー券自体の活用が難しくなってきてるのかなと。 

私は以前から高齢者の外出支援については総合的に考えて、今後、充実をし

ていく必要があるということで、町のほうでもアンケートを採って、今後の対

策について検討していただいていると。 

今回、小城委員からライドシェアについての質問がある中で、訪問型サービ

スＤの導入で対応していくということを答弁されていたというふうに思うんで

す。この訪問型サービスＤというのはまずどんなものか、教えていただきたい

んですけど。 

 

大塚福祉課長。 

 

訪問型サービスＤなんですけれども、地域支援事業の中で行うものになりま

して、外出支援に今回、使わせていただくということで我々が想定しておりま

すのが、事業者さんであったりですとか、地域の団体さんが介助であったりで

すとか移動支援を行うというものになります。 

 

これは介護保険の中で利用できる制度というふうに理解していいですか。 

 

委員さんおっしゃるとおりで、介護保険の中の仕組みという形になります。 

 

そうすると要支援とか要介護の認定を受けている方は利用できるけど、それ

以外の方は利用できないということになると思うんです。 

今、免許の返納をされて外出する際の手段がないということで、タクシーを

呼ぼうと思っても、もうそもそもタクシーがないということで、私は以前から

「デマンドタクシーのシステムの導入についても検討してほしい」ということ

で質問もさせていただいてきたんですけど、この介護の制度を利用できない方
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についての対応はどういうふうに考えてはるんでしょうかね。 

 

今、委員おっしゃっていただきましたとおり現在、検討しております外出支

援につきましては訪問型サービスＤという形で、こちらを今、検討しておりま

すのが令和６年度に実施しました高齢者の外出に関するアンケートから、外出

したいけれども、おひとりで外出をするには転倒の不安であったりそういった

ものがあるというようなお声がありまして、我々といたしましては、まずはこ

ういった手段だけではなくて困り事を抱えておられる、本当に支援がなければ

外出をするできないという方、まずはこういった方に対する支援という形で考

えまして、先ほど申しあげました訪問型サービスＤというのを外出支援策とい

うことを考えております。 

全体に対する支援という形よりも、アンケートの結果からまずは支援が必要

な方に対する制度づくりということを進めていきたいというふうに考えており

ます。 

 

私いろいろ声を聞く中で、「まずは」ということですけど、その介護認定を

受けてらっしゃらない、さっき言った免許返納したという人からも結構、声が

あったんですよね。 

まずそこをやるということは別に悪いことじゃないと思いますので進めてい

ただきたいと思いますけど、全体を考えて、この訪問介護のサービスＤをやっ

て、そこから漏れる人がおるよというのを把握した上で、次の段階に進もうと

考えてはるのか、ちょっと副町長、その辺、全体としてどういうふうに考えて

はるのか、お聞かせいただけますかね。 

 

加藤副町長。 

 

もともとデマンドの関係とかは前からもお話しさせていただいていたとお

り、そもそも発端がコミュニティバスが２台あって、それを１台にして、あと

どういった移動手段を確保するかという中で、今の形になっているということ

でございます。 

それと、今の形になる検討段階として、今、デマンドタクシーの関係も併せ
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て検討した結果、この辺やったら当時は香芝市さんとかされておったので、そ

ういったところの実態を確認させていただいて、具体的なやり方としてはタク

シー会社に委託して、香芝市さんだったらたしか４台ぐらいのタクシーを確保

して、そのデマンドタクシーを運用されていたと。 

実際、担当のほうにこちらから確認をさせていただく中では、どうしても決

まった時間がやはりかたまるようです。それとその決まった時間に同じ方が使

われて、なかなか一般に広く使われてるかというのはなかなか難しいところが

あったということと、あとデマンドタクシーの場合ですと、自宅じゃなしに一

定のポイントがあってそこでの利用となりますので、そういった観点からド

ア・ツー・ドアということで今のうちの整備ということでございます。 

それで今、新しくアンケートをさせていただいて検討した結果がご説明させ

ていただいたとおりですけれども、言われるように今後の高齢者の方の実態と

してどういった形が出てくるかというのは、当然、確認をさせていただきます

ので、必要な場合はまた改めて検討はさせていただきます。 

 

有効な手段として、デマンドタクシーという提案をさせてもらったけど、必

ず別にそれじゃないと駄目だというふうには思ってないんです。 

ただ、ライドシェアについては私は否定的な立場ですので、それは推奨しま

せんけど。極端な話というか、今はもうとにかくタクシーと運転手の確保が難

しいっていうことなので、タクシー会社に委託するのか、自分のところで極端

に言ったら採用するみたいな対策があってもいいのかなとちょっと思ったんで

すけど。 

とにかく当時検討して、デマンドタクシーよりもタクシー券のほうが効果的

だということでこの制度を導入されましたけど、その後、だからもうタクシー

がとにかくつかまらないと、状況が変わってきてますので、それに対応した形

の高齢者の外出支援策というのは必要やというふうに思います。 

副町長、今後またこのサービスＤを導入して、その後のことについても検討

するというふうにおっしゃっていただいてますので、これじゃないと駄目だと

いうことは言いませんけど、やはり全体を考えて外出支援策というのは充実す

る必要があるというふうに思いますので。何か答弁できそうなので、答弁お願

いしていいですか。 
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住民生活

 

先ほど、今年度はまだ途中ですので利用者数というのは出ておりませんけれ

ども、その前年度がだいたい１万４千件ぐらい出ておりますので、それで計算

しますと、だいたい１日４０件程度の乗降者があるということですので、実

際、タクシー自体がすぐにつかまるというのはなかなか難しい状況ではあると

いう認識はしておりますけれども、１日４０人程度ご利用されているというこ

とは相当の数はご利用いただいているというふうに感じます。 

 

よく聞くのが、「前日に予約ししようと思っても、もう受け付けてくれな

い」という話を聞くので、その４０人が斑鳩町の人口の規模でいうと何割ぐら

いの人が希望して使えるとか、希望しても使えないのかというのはちょっと

今、分かりませんけども、このタクシー券で対応していけているという理解を

されているんでしょうか。 

 

木澤委員おっしゃるとおり事前に予約というのは難しいみたいです。タクシ

ー会社自体がその予約を取ってしまうと、ほかに回すことができなくなるとい

うことで、そのときにたまたまというか、そのときに当日に電話すれば取れる

というのがあるようですので、事前予約は確かに難しいと思います。前日とか

その前にですね。 

ただ、今申しあげましたとおり１日だいたい４０件程度ご利用いただいてる

ということは、逆に多いなあという、今のタクシーの状況から考えるとね。そ

ういった状況も思いますので、そういった辺りはこの人数がだいたいどの程度

で推移していくかというのは見ていきたいなというふうに思っています。 

 

これ以上、この議論しても結論は出るとは思いませんので、またその状況を

見ながら、必要に応じた対応をしていっていただきたいと思いますので、私も

また経過を見てお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 

中原住民生活部長。 

 

すみません、先ほど課長がこの地域支援事業の中の訪問Ｄの説明でちょっと
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一部、補足をさせていただきたいんですけども、この事業の対象者になります

のは、介護保険の認定を受けている要介護認定者と要支援認定者だけではなく

て、地域支援事業になりますので、事業対象者ということで認定をお持ちでな

くてもチェックリスト等によって「この人はこの事業に必要な状態だ」という

ことをこちらのほうが認めれば利用できるので、範囲というのは限られてはな

くて、ある程度は広い範囲の方を対象にできるということです。 

 

暫時休憩します。 

 

（ 午後１時４２分 休憩 ） 

（ 午後１時４３分 再開 ） 

 

再開します。 中原住民生活部長。 

 

すみません、先ほどの私の答弁で申しました「基本チェックリストとはどう

いったものか」ということなんですけども、全部で２５の項目がございまし

て、その方の生活機能全般でありますとか、運動機能がどういうものかとか、

栄養状態とか、口腔とか、そういったお体の状況、ふだんの生活の状況を聞き

取る中で、この項目ができますか「いいえ」とか「はい」とかと、包括支援セ

ンターのほうでこの人がこの事業を受けるのが必要かどうかというのを判断し

ていくという柔軟に対応できるところの制度でございます。 

 

木澤委員。 

 

そのチェックリストに回答しはって、その方が該当する方なのかどうかとい

うのは、本人さんは分かる仕組みになってるんですか。 

 

一応、事業決定者ということで決定することになりますので、本人に分かる

ことになります。 

 

そういうことだったら話はちょっと変わってくるかなと思いますので、この
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制度をやってみて、それでもさらにもれるような人があるのかどうかは私も見

極めたいというふうに思います。 

８７ページの総合保健福祉会館のところなんですけど、もともとあった輪転

機がもう廃止されて、今コピー機で対応されているというふうに聞いて、利用

者の方から「輪転機、あれ使い勝手よかってんけど、もう総合福祉会館では使

われへんのかなあ」というふうに聞かれたことがあるんですけど、ちょっと状

況を教えていただけますか。 

 

北住民生活部次長。 

 

開館当初のほうから輪転機ということで置かせていただいてたんですけれど

も、近年の複合機とかの利用の単価数とかの状況から見ますと、コピー代で輪

転機を維持していくというよりは単価的に安くなっているという状況もありま

したので、今回、令和７年２月の印刷機の契約が終了とともにコピー機のほう

で入れ替えをさせていただいたという状況です。 

 

そしたらもう今後、輪転機は改めて導入する考えはないということですか。 

 

今のところは、はい、コピー機でと考えております。 

 

コピー機でも枚数制限なく紙を持っていけば使えるという理解でいいんです

か。金額が結構かかるんじゃないかなと思うんですけど。 

 

２０枚以上ということで紙を持ってきていただいてましたら、ご利用ができ

るということになっています。 

 

では残念ですけど、そのようにお伝えしようと思います。 

そしたら続いてですね、予算書の９１ページのところのこどもケアラー世帯

ヘルパー派遣業務委託料が６０万５千円上がってますけど、これは令和７年度

から実施されて、実際、実績的にはどれぐらいあって、予算でどういうふうに

反映されているのか、教えていただけますか。 
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佐谷子育て支援課長。 

 

こどもケアラー世帯事業についてのご質問でございます。 

今年度の利用件数は令和７年１２月末時点で９件となっているところでござ

います。 

 

令和７年度で当初予算６２万１千円組んでいたと思うんですけど、そこから

減っているんですけど、当初の見込みよりも利用が少なかったという理解でい

いんでしょうか。 

 

はい、そのとおりでございます。 

 

わかりました。あとですね、その下の幼稚園型一時預かり事業委託料の金額

が、令和７年度５１３万円あったのが６０８万９千円に増えてるんですけど、

これはどういった状況で増えているんでしょうか。 

 

幼稚園型一時預かり事業費がアップ、増額したことにつきましては、三郷町

の信貴幼稚園のほうが認定こども園に令和８年度から移行いたしまして、当町

の児童がこの信貴幼稚園の幼稚園型一時預かり事業を利用する見込みがあるた

め、前年度より予算を増やしております。 以上です。 

 

はい、わかりました。 

次ですね、その下の負担金補助及び交付金のところで、こども食堂の支援補

助を出していただいているんですけど、補助されていること自体は非常にいい

ことだというふうに理解をしてるんですけど、これもうちょっと補助の額を増

やすとか、その支援を手厚くできないかなというふうに思うんです。 

聞きますと、こども食堂さん、食材費なんかもう全部自ら確保してやる中

で、かなり赤字で運営されているという話を聞きまして、全国的に市なんかで

すと、もう立ち上がりの資金の中で数十万円とか１００万円とかいう金額の支

援をされていて、かなり行政としてもバックアップする中で運営できてるのか
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なあというふうに感じているんです。 

斑鳩町でも、もうちょっと補助事業を充実するとかいう形でご検討いただけ

ないかなというふうに思うんですけど、町長、いかがでしょうか。 

 

中西町長。 

 

そういう形の補助ということでございます。いろいろな形で農業委員会等も

お米のほうをしたりとかいうことをされております。 

ただ、町としてどのようにして取り組んでいくかということでございますけ

ど、今のところそういうことで、私自身は特に考えたことがないんですけれど

も、これからまたその状況等を見ながらですね、補助できる部分があれば、ま

た考えていきたいなと考えております。 

 

いろいろなところが協力をして、このこども食堂の運営を支えようというこ

とで力を貸していただいて今、運営されているんですけど、やはりそれでも厳

しそうな状況をお聞きしますので、また町としてもぜひ施策のほうを検討いた

だきたいと思いますので、お願いしておきます。 

もう一点、９５ページのところの児童保育費の委託料ですね、乳児等通園支

援事業でこども誰でも通園制度なんですけども、総括質疑をさせていただきま

したけど、細かいところをちょっとお聞きしたいんです。 

これまで国の公定価格が令和７年度のお試し事業のときの単価では低過ぎて

なかなか運営が厳しいという話があって、その後、令和８年度のスタートに当

たって、国はこの公定価格は見直しをされたのかどうか。 

されたのであれば、もともと幾らであったのがどのようになっているのか、

教えていただけますか。 

 

佐谷子育て支援課長。 

 

こども誰でも通園制度の公定価格についてでございます。 

令和７年度施行時、現在の国からの補助基準が１時間当たゼロ歳児は１，３

００円、１歳児は１，１００円、２歳児は９００円の状況でございます。 
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令和８年度から国は公定価格として支給されますが、１時間当たりゼロ歳児

は１,７００円、今より４００円アップでございます。一、二歳児は１，４０

０円でございまして、１歳児については３００円、２歳児については５００円

のアップとなっております。 

 

国のほうでも公定価格を上げたということで、ちょっとでも運営はしやすく

なるのかなということで安心しましたけど、あとですね、前に一般質問でも取

り上げさせていただきましたけど、これ必ず事前に面談を行った後に、受け入

れをしなければいけないということだったんですけど、この面談をする際の費

用なんかは、今まで国が費用をつけないと言ってたんですけど、ここはどうな

ったんでしょうか。 

 

こども誰でも通園制度に係りまして、保護者は各施設を初めて利用する前に

は事前に施設で事前面談を行う必要があります。 

令和７年度の試行時におきましては、事前面談の国からの補助等はございま

せんでした。 

しかしながら、全国的な課題として国で検討され、令和８年度から事前面談

についても、初回対応加算として１回当たりゼロ歳児１，７００円、一、二歳

児で１，４００円が公定価格として支払われることになっております。以上で

す。  

 

はい、わかりました。こちらもちゃんと費用はついたということで理解をし

ておきます。 

総括質疑のときにお尋ねする中で、民間の事業者からも１者応募があったと

いうことですけど、それ今、お答えいただけるようであれば、どこの事業者

で、どれぐらいの枠で運営しようと考えてくれてはるのか、教えていただけま

すかね。 

 

現在、審査中であることがありまして、事業者名様のほうは一旦、お答えは

控えさせていただきますが、その実施日数につきましては月曜日から金曜日の

午前９時から１２時に、各年で２人ずつの定員ということで、申請を受け付け
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ている状況でございます。 以上です。 

 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

これをもって、第３款 民生費に対する質疑を終結します。 

次に、第４款 衛生費について、説明を求めます。 中原住民生活部長。 

 

それでは、第４款 衛生費のうち、住民生活部が所管する各科目の予算につ

いて、ご説明いたします。 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、一般会計予算書の９６ページをお願いいたします。 

はじめに、９６ページから９９ページにかけての第１目 保健衛生総務費で

は、新年度は、１億１，７８８万８千円を計上しています。前年度と比較し

て、９５２万２千円、８．８％の増となっています。 

主な予算の内容は、職員に係る人件費のほか、王寺周辺広域休日応急診療施

設組合の交付金及び分担金などを計上しています。 

次に、９８ページから１０１ページにかけての第２目 感染症予防費です。 

新年度は、１億２，２０８万５千円を計上しています。前年度と比較して、

９５５万２千円、８．５％の増となっています。 

子どもから高齢者まで、感染症の発生とまん延及び罹患後の重症化を予防す

るために、引き続き、各種予防接種を実施します。 

新年度は、新生児および乳児におけるＲＳウイルスを原因とする肺炎等の下

気道疾患を予防するため、妊婦に対して母子免疫ワクチンを定期接種として実

施いたします。その費用として、９９ページの第１２節 委託料の一番下で、

５１１万６千円を計上しています。 

次に、１００ページから１０３ページの第３目 母子衛生費です。 

新年度は、６，５３９万５千円を計上しています。前年度と比較して、９９

万７千円、１．５％の増となっています。 

新年度は、子どもの発達支援の強化を図るため、２歳６か月児健康診査にお
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いて、作業療法士を配置し、発達や生活動作の観点から助言を行います。その

費用として、１０１ページの第７節 報償費の一番下で、作業療法士謝金１０

万５千円を計上しています。 

次に、１０２ページから１０３ページの第４目 健康増進事業費です。 

新年度は７，２３５万１千円を計上しています。前年度と比較して、６３２

万１千円、９．６％の増となっています。 

健康寿命の延伸を目指し、第３期斑鳩町健康増進計画の基本方針である「誰

もが健康になれる健康づくりがしやすいまちづくり」を推進します。 

新年度は、ウォーキングアプリを利用した歩こう会を実施し、若者層や働き

盛り世代の参加を促し、幅広い世代の健康づくりを推進するため、１０３ペー

ジの第１２節 委託料の一番下で、５３万９千円を計上しています。 

また、健康寿命の延伸にむけて、地域全体で高齢者を支え高齢者が抱える

様々な健康課題に対応するため、引き続き、高齢者の保健事業と介護予防等の

一体的な実施に取り組みます。 

次に、１０２ページから１０５ページ、第５目 狂犬病予防費です。 

狂犬病予防集合注射に係る費用として、新年度は、５６万９千円を計上して

います。前年度と比較して、４万８千円、９．２％の増となっています。 

次に、第６目 火葬場費です。 

新年度は、３，４６８万９千円を計上しています。前年度と比較して、１，

８４９万５千円、３４．８％の減となっています。 

減額となった主な要因は、火葬場周辺対策整備補償金の減によるものです。 

今後も引き続き、施設の維持管理を行い、良好な運営に努めます。 

次に、第７目 環境対策費です。 

新年度は、４１０万９千円を計上しています。前年度と比較して、１万６千

円、０．４％の減となっています。 

引き続き、関係団体との協働により、環境問題について広く学べる機会の提

供に努めるとともに、町有施設における再生可能エネルギー等導入計画の策定

に向け取り組みます。 

続きまして、第２項 清掃費です。 

はじめに、１０６ページから１０７ページ、第１目 清掃総務費では、職員

に係る人件費のほか、美化意識の向上に要する費用として、新年度は、５，５
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０９万２千円を計上しています。前年度と比較して、３１５万９千円、５．

４％の減となっています。 

次に、１０６ページから１１１ページにかけての第２目 塵芥処理費です。 

新年度は、４億２，１４９万４千円を計上しています。前年度と比較して４

１万９千円、０．１％の減となっています。 

新年度は、高齢者のごみ出し支援の充実や地域の集積所における課題の改

善、生ごみの分別による資源化の促進を図るため、令和８年１０月からの可燃

ごみ及び生ごみを対象とした戸別収集の全町実施に向け取り組みます。 

また、可燃ごみの生駒市での処理を４月から実施するとともに、飲食店等か

ら排出される食品ロスの削減を促進するため、食品ロス削減事業所認定制度を

開始いたします。 

最後に、１１０ページから１１１ページにかけての第３目 し尿処理費で

す。 

新年度は、１億９６５万２千円を計上しています。前年度と比較して、１，

５０８万５千円、１２．１％減となっています。 

減額となった主な要因は、鳩水園の設備補修費用に係る費用の減によるもの

です。鳩水園の設備補修等を計画的に進め、適切な維持管理・運営に努めま

す。以上、説明といたします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第４款 衛生費について質疑をお受けします。 

 齋藤委員。 

 

９９ページの委託費の二つ目、高齢者インフルエンザ予防接種委託料であり

ますけども、今、インフルエンザが流行っておりますけども、受診率というの

はどのくらいか分かりますでしょうか。 

 

北住民生活部次長。 

 

高齢者のインフルエンザの令和７年の１２月末現在の接種率におきまして

は、５４．７％となっております。 
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これは昨年度と比べてはどんなもんでしょうか。 

 

昨年度の１２月末の接種率が５０．８％となっておりますので、やはり例年

より早い時期から流行が始まっておりますので、前年に比べ接種率は高くなっ

ております。 

 

ありがとうございます。同じくその委託料の下から二つ目、帯状疱疹予防接

種委託料とありますけども、私も予防接種を受けさせてもらいましたけども、

受診率というのはどのくらいか、教えてもらえませんでしょうか。 

 

今年度から始まりましたこの帯状疱疹ワクチンにつきましては、１２月末の

接種率は２２．６％となっております。 

 

町としてはこの２２．６％、３月末になったらまた増えるんでしょうけど

も、予想に比べてどのような感じでしょうか。 

 

この予防接種の接種率につきましては、以前の高齢者の肺炎球菌とかを始め

た頃の接種率の状況とかも見まして、予算的に令和７年度の接種率では２０％

を見込んでたんですけれども、やはり希望される方も多く令和７年度の見込み

としては３０％いくのではないかというふうに今、担当としては思っておりま

す。 

 

ありがとうございます。たくさんの方に受けていただいてよかったなあと思

いますけども、また来年度もあると思いますけど、ぜひまた同じように戸別に

郵送していただいてアップをしてもらうようにお願いしたいというふうに思い

ます。 

続きまして、１０３ページの委託料の一番下のところ、健康増進アプリ導入

業務委託料とありますけども、これは今、紙でやっている分をアプリでやると

いうことですので大変いいなというふうに思っております。 

私も朝、散歩をさせてもらって、アプリを使って「今日は何歩歩いたかな」
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というふうにはカウントしておりますけども、これをぜひＰＲしていただいて

健康増進につなげていきたいと思いますけども、具体的には、どのような形の

健康増進アプリなのか、教えてもらえませんでしょうか。 

 

こちらのウォーキングアプリですけれども、まずスマートフォンにアプリを

ダウンロードしていただくんですが、そのダウンロード時には体重・身長・ニ

ックネームを入れて使用可能となってまいります。 

それを入れていただきましたら、日々の歩数を自動的に記録をしていただけ

るようになってまして、この歩数だけではなくてご自分の健康管理であります

食事のこととか、体脂肪のことですとか血圧とかも入れていただくということ

が可能になっております。 

町としてはこの日々の歩数だけではなくて１０月の１か月をイベントとして

歩こう会というのを開催しまして、その際には高齢者ですとか運動初心者の方

とか働き盛り世代ですとか、健康志向者というふうなコースを、何歩歩けるか

というふうなことの目標歩数というのを今、考えておりまして、参加者の体力

レベルに応じてその支援ということでやっていきたいと思っています。 

その後、目標達成者には抽選でデジタルギフトのほうを抽選になるんですけ

れども、支給していきたいというふうに考えております。 

 

ありがとうございます。これは月単位でやるのか、年単位でやるのか。 

 

アプリのダウンロードでは歩数とかに関しましては、１年間使っていただけ

ますけれども、このデジタルギフトということでの対象は１か月間の目標達成

者に対しての当選者ということでの対象に考えております。 

 

私はそういう商品とかは要らないと思うんですけども、毎月、１０月、１１

月、１２月とカウントするような町全体でそういう運動を広めていって、今月

よりも来月、歩数が増えたねえと、去年よりも歩数が増えたねえというふうな

形のアプリ。ほかの業者でもいっぱいやってますけども、町全体で、そして歩

こうねと、駅まで今まで自転車に行ったけども、今度、歩いて駅まで行こうか

とか、何かそのような形で斑鳩町を歩くような何かシステムというか環境づく
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りにせっかくですからと使えないかなと思うんですけども、そのような形はい

かがかなと思うんですけど、どう思いますか。 

 

まず、このアプリの活用ということに関しましては、今まで紙の媒体ではな

かなか働き盛り世代の参加というのが十分に得られていない状況でしたので、

まずはそういった若年層とか働き盛り世代の年代層の健康づくりというのを広

げていきたいという目的で、一旦このアプリというのを導入したいと考えてお

ります。 

今、委員さんおっしゃっていただきました「ほかにもアプリはあるけれど

も」ということのご意見もあったんですけれども、町としてもこのアプリとい

うものを使っていただく中で、働き世代の方がどのような意識で参加されてる

のかというふうな状況も、このアプリを使っていただくことで私たちも把握が

できますので、その辺りからまた検討していきたいとは考えております。 

 

ぜひよろしくお願いします。以上です。 

 

ほかにございますか。 溝部委員。 

 

すみません、今の同じ項目のところなんですけども、アプリを導入されると

いうことで、若年層とか働き盛りの世代が参加しやすい仕組みをということ

で、これはどういうふうに参加の方を増やすというその施策というか、それは

どういうふうに考えてはるんですか。 

 

北住民生活部次長。 

 

まずは、なかなか今まで保健センターで事業を実施してましても、平日にな

ってきますのでそういった方というのが参加していただきにくいというところ

で、日常生活の中で健康づくりのまずは運動という辺りで、日常生活の中で自

然と運動に取り組んでいただけるという環境づくりの一環としてこのアプリの

導入というのを考えております。 
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若年層と働き盛りの方にできるだけ認知していただけるようにお願いしたい

と思います。 

デジタルギフトというのは、具体的にはどういったものなんですか。 

 

考えてますのが、電子的な商品券やポイントなどというので今、想定して考

えているところです。 

 

それはどこで使えるような形になるんですか。 

 

それはまた事業者のほうと内容のほうを詰めていきたいと考えております。 

 

ということは、斑鳩町内の事業者さんで使えるものということですか。 

 

その辺りがこの事業のほうの、他市町村のほうで、北海道のほうの斑鳩町と

同じような人口の規模のところで実施されてるようなところも参考にして、今

回、予算を入れさせていただいてるんですけれども、そういったクオカードで

あるとかというふうな、どこでも使えるようなギフトというものを利用されて

るというところもありますので、そこは事業者とまた検討していきたいと思っ

ております。 

 

ありがとうございます。何となく若年層の方とか働き世代の方が参加すると

いうのはこれを読んだときにハードルが結構、高そうかなと一瞬、思ったんで

すけれども、ぜひ頑張って取り組んでいただけたらと思います。 

 

ほかにございますか。 木澤委員。 

 

そうしましたら予算書の９９ページですね、新型コロナウイルスの感染症予

防接種なんですけど、これはコロナのときには無料だということもあって接種

率がもう９０何％という状態やったと思うんですけど、その後ですね、５類に

なって、さらに有料化されて接種率がどのように変わってきているのかという

のを知りたいんですけど。 
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令和７年だと予算額が１，０２９万６千円だったのが、令和８年度だと５８

２万９千円と半分減っているような状況なんですけれど、今、接種率の実績と

してはどんな状態なんでしょうか。 

 

北住民生活部次長。 

 

新型コロナの令和７年の１２月の接種率につきましては４．７％となってお

ります。令和６年度からこちらが定期接種になっておりますので、令和６年度

の接種率は１５．７％となっております。 

 

今、自己負担ってどれぐらい必要なんでしょうかね。 

 

令和７年度の自己負担は７，５００円となっております。 

 

こうして接種率もかなり低くなってきているんですけど、昨年なんかも夏、

東京のほうとかで流行ったり、あと新しい株なんかが出てきてるというニュー

スなんかも時々あると思うんですけど、重症化されるような人というのは出て

ないんでしょうか。 

 

コロナのほうで重症化というふうなところは伺っておりません。 

 

そういうことでしたら、今の状態でも問題ないのかなとは思うんですけど

も、また今後ともこの点については注意してみていっていただいて、やはり重

症化するような形があれば、接種勧奨ですね、より受けていただけるような対

策なんかも必要かなというふうに思いますので、また注視していただきますよ

うお願いしておきます。 

それとですね、毎回、予算のときに補償の関係についていろいろ確認させて

いただいているんですけども、一個ずつ確認したいというふうに思うんです。 

まず火葬場の補償の関係ですね、１０５ページのところだと思うんですけれ

ども、これ金額にしたら昨年度よりだいぶ少なくなっているんですけど、件数

と内容を教えていただけますか。 
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東浦環境対策課長。 

 

火葬場の周辺対策事業でございます。 

令和８年度につきましては、三井自治会に対しまして、枡池北側の農業用副

水路整備工事を予定しております。 

また東里自治会を対象に、毛無池水路改修と農道整備事業のほうを予定して

おるところでございます。 

 

ありがとうございます。この補償につきましては、地元から要望があって

今、予算の範囲で対応していただいてるというふうに思うんですけど、ずっと

この先も続くよというのではなく、地元のほうともお話しいただいてまとめて

いこうとされているというふうに認識を持っているんですけど、この点につい

て、協議の状況を教えていただけますでしょうか。 

 

火葬場の周辺対策の補償事業でございますが、対象自治体となります東里自

治会、また三井自治会となっております。 

その中でまず東里自治会につきましては、農家組合のほうからは最終的に全

ての補償要望事業が出てきておるところでございます。 

また現在、自治会のほうとは年に数回お話をさせていただく中で、補償要望

につきまして取りまとめをお願いしておりまして、現在、自治会のほうで取り

まとめを行っていただいておるところでございます。 

三井自治会につきましては、現在のところはお取りまとめについてはそうい

ったお話はしていない状況ではございますが、火葬場の地元でございます東里

自治会との補償要望の動向を見る中で、三井自治会に対しましてもその話をさ

せていただきまして、できるだけ最終的に同時期程度で終結に迎えるよう努力

をしてまいりたいというふうに考えております。 

 

地元の自治会等には迷惑施設ということで迷惑をおかけしてる中でのお話な

ので、一方的にこちらのほうから期限を区切ったりということが難しい中で、

担当課のほうで非常にご苦労いただいているというふうに思いますが、そうい
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うふうに方向性が見えてきているということについては成果があるものだとい

うふうに思いますので、引き続き、よろしくお願いしたいと思います。 

それと続いてですね、１１１ページのほうは最終処分場の周辺対策事業が計

上されていまして、これ４５万９千円と金額的には大きくない数字なんですけ

ど、これも内容と協議の状況を教えていただけますか。 

 

最終処分場の周辺対策整備補償金でございますが、令和８年度につきまして

は、地元自治会で使用されます消防ポンプの入れ替えに対しまして、町の消防

施設整備事業補助金を活用されますが、その補助金以外の地元負担分を補償と

して、賠償金として予算化させていただいているところでございます。 

地元との協議の状況でございますが、年に１回、地元との会合がございまし

て、その中におきましても、やはり他の施設でも補償事業が完結しておるとこ

ろもございます。そういった状況もお話をする中で、やはり白石畑自治会のほ

うにもそういったことを考えながら、説明しながら理解をいただけるよう努力

をしているところでございます。 

 

わかりました、ありがとうございます。 

そしたらその下のところ鳩水園のところですね、これも内容と協議の状況と

いうか、これ協議自体はもうまとまってたかなというふうに思うんですが、そ

の事業の内容を教えてください。 

 

鳩水園周辺対策整備補償金でございます。 

こちらにつきましては、平成３１年４月１日に最終的な覚書を締結しており

まして、現在３事業が残っておる状況でございます。 

そのうちのひとつで神南地区内での里道南側擁壁工事につきまして、地元の

ほうで協議がまとまったということで要望がございましたことから、その工事

につきまして参加をさせていただいたところでございます。 

 

たしかそうですね、３つの事業が残っていて、具体的には聞いてないんです

けど、残りの事業がなかなか実施が難しい事業があるというふうにお聞きして

いて、だから残り２つの事業がずっと残っていくのかちょっと分かりませんけ
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ど、そうなると、ほかの補助事業についてもここが終結したからということで

話を進めようとする際に、事業が残っていることについて、「いや、あそこま

だ残ってないか」というような形にならないかなあとちょっと心配なんですけ

ど、そこはどんなふうに町は話を進めていただいているんでしょうか。 

もう事業で区切っているのか、時期で区切っていこうとしてるのか、そこは

どうなんでしょうか。 

 

現時点におきましては事業で区切っておる内容となっております。 

他の補助事業が順次、完結する中におきましてそういったことも考えてまい

りたいというふうに考えております。 

 

非常にご苦労いただいておりまして、なおかつ前進もしてきている状況です

ので、引き続き、よろしくお願いをしておきたいと思います。 

 

伴委員。 

 

１１１ページの同じ上のほうの１８節の下から２番目の伊賀市のこの環境保

全負担金という部分なんですが、これは僕、昨年度の予算を見てないんです

が、今回、生駒市さんのほうで処理をするということでこの金額というのは変

わってきていると思っていいでしょうか。 

 

東浦環境対策課長。 

 

委員おっしゃるように伊賀市環境保全負担金につきましては、前年度予算額

より３５５万７千円減額となっております。 

この減額の大きな理由は可燃ごみの搬入が生駒市に移ったということでござ

います。 

 

結構です。 

 

宮﨑委員。 
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１１１ページの下から３つ目の負担金補助及び交付金というやつなんですけ

ど、これは私、一般質問で前のときにちょっと聞いたんですけど、浄化槽の設

置整備事業補助金というのが下水道を指定されたら、そこは補助金を出さない

よということで検討してもらえるということで、これはそういう検討してもら

った後の補助金になるんですか、それとも以前と同じように指定されたところ

には補助金を出さないというそういうふうなやつの補助金、これ制度なのか

な。 

 

東浦環境対策課長。 

 

令和８年度予算につきましては、これまでどおりの補助金内容となっており

ます。 

委員おっしゃるようなその区域外の補助につきましては、令和９年度の予算

化に向け現在、検討を進めておるところでございます。 

 

できるだけ早くしてあげてほしいと思います。指定してから何年も放ったら

かしで何かそこだけ補助金を出さへんというのもおかしなものと思いますの

で、ぜひ９年度の予算にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 以上です。 

 

中川議長。 

 

今のあれは、認可区域の中やけども、浄化槽の設置については補助金を出し

ていくということですか。 

 

東浦環境対策課長。 

 

現要綱では、認可区域外となっております。 

今現在、検討を進めておりますのは、認可区域内であっても、数年以内に例

えば、あと二、三年で必ずそこが下水道が入ってくるとかいうことで、その辺
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の年数をどないするかとか、その辺でさせていただいて、やはり区域内でも何

年も下水が来ないといったお声も聞いております。 

そういったところで区域内でもなかなか下水道が来ない区域に対して補助を

出していこうということでございます。 

 

何年も何十年も、もしくは下水が整備されないとかやと、それもええかなと

思うけど、補助金出して浄化槽設置されたら、下水道が整備されたときにつな

ぎにくくなるという可能性もあるのかなと思うんだけど。 

それはもう答弁は結構です。 

 

これをもって、第４款 衛生費に対する質疑を終結します。 

次に、第６款 商工費について、説明を求めます。 中原住民生活部長。 

 

それでは、第６款 商工費のうち、住民生活部が所管する各科目の予算につ

いて、ご説明いたします。 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、一般会計予算書の１１８ページをお願いいたします。 

１１８ページから１１９ページの第１目 商工総務費です。 

斑鳩町シルバー人材センターへの支援に要する費用として、１１９ページの

第１８節 負担金補助及び交付金で、１，２５４万９千円を計上しています。 

以上、説明といたします。 

よろしくご審査賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、第６款 商工費について質疑をお受けします。 

 

（ な  し ）  

 

これをもって、第６款 商工費に対する質疑を終結します。 

それでは、２時４５分まで休憩といたします。 

 

（ 午後２時３０分 休憩 ） 
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（ 午後２時４５分 再開 ） 

 

再開します。 

続きまして、議案第１３号 令和８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予

算についての審査を行います。 

理事者の説明を求めます。 中原住民生活部長。 

 

それでは、議案第１３号 令和８年度斑鳩町国民健康保険事業特別会計予算

について、ご説明いたします。 

はじめに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

失礼して、着席にてご説明をさせていただきます。 

それでは、令和８年度斑鳩町特別会計予算書の１ページをお願いいたしま

す。予算総則を朗読いたします。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

それでは、予算に関する説明書により、予算の内容をご説明いたします。 

予算書の８ページと９ページをお願いいたします。 

はじめに、歳入予算です。 

第１款 国民健康保険税では、第１項 国民健康保険税、第１目 一般被保

険者国民健康保険税で、新年度は、ほぼ同額の４億７，３３７万７千円を見積

もっています。 

次に、第２款 使用料及び手数料では、第１項 手数料、第１目 督促手数

料で、保険料の督促事務に係る手数料として２０万円を見積もっています。 

１０ページと１１ページをお願いいたします。 

第３款 県支出金です。 

第１項 保険給付費等交付金では、第１目 保険給付費等交付金で、新年度

は２２億９，４８９万８千円を見積もっています。前年度と比較して２億３，
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５５６万円、１１．４％の増となっています。 

その内訳は、第１節 保険給付費等普通交付金で、本町の療養諸費や高額療

養費など保険給付に充てる財源として２２億７，４２８万３千円を、第２節 

保険給付費等特別交付金で、医療費通知や第三者求償事務などに対する保険者

努力支援制度交付金などで２，０６１万５千円を見積もっています。 

第２項 財政安定化基金支出金では、市町村の国民健康保険財政に赤字が生

じた場合や災害等やむを得ない理由により収入が減少した場合、県において造

成される同基金から資金の貸し付け又は交付を受けることができるもので１千

円を計上しています。 

次に、第４款 財産収入です。 

第１項 財産運用収入では、第１目 利子及び配当金で、財政調整基金に係

る利子１千円を計上しています。 

次に、１０ページから１３ページにかけての第５款 繰入金です。 

第１項 他会計繰入金では、第１目 一般会計繰入金で、新年度は、２億

１，３３２万円を見積もっています。前年度と比較して６２９万円、３．０％

の増となっています。 

保険基盤安定繰入金や職員給与費等繰入金、財政安定化支援事業繰入金など

の法定繰入金となっています。 

次に、１２ページと１３ページの第６款 繰越金です。前年度と同額の１千

円としています。 

次に、第７款 諸収入です。 

第１項 延滞金加算金及び過料では、延滞金２００万円を見積もっていま

す。 

第２項 雑入では、新年度は１６０万１千円を見積もっています。 

交通事故等の第三者行為による返納金１００万円、口座振替受付サービス事

業補助金５０万円などとなっております。 

最後に、１４ページと１５ページの第３項 療養費等指定公費返還金では、

過年度分の対応として、１千円を計上しています。 

１６ページから１７ページをお願いいたします。 

続きまして、歳出予算を説明いたします。 

はじめに、第１款 総務費です。 
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第１項 総務管理費では、第１目 一般管理費で、新年度は３，４９９万円

を計上しています。前年度と比較して、２１９万３千円、５．９％の減となっ

ています。 

減額となった主な要因は、システム改修費用の減によるものです。 

次に、第２目 国民健康保険団体連合会負担金では、国民健康保険団体連合

会の運営に対する負担金として、新年度は１１６万円を計上しています。 

次に、第３目 共同事業負担金では、国保事務支援センターで行う国保事業

の共同化に対する負担金として３３３万円を計上しています。 

次に、１８ページから１９ページの第２項 徴税費です。 

第１目 賦課徴収費では、新年度は６０７万４千円を計上しています。前年

度と比較して１２４万３千円、１７．０％の減となっています。 

減額となった主な要因は、システム改修に伴う印刷などの需用費の減による

ものです。 

次に、第３項 運営協議会費です。 

第１目 運営協議会費で、国保運営協議会の開催に要する費用として、２５

万１千円を計上しています。 

続きまして、第２款 保険給付費です。 

はじめに、第１項 療養諸費では、新年度は１９億２，５７９万６千円を計

上しています。前年度と比較して１億７，６７１万７千円、１０．１％の増と

なっています。 

第１目 一般被保険者療養給付費で１９億６５０万５千円を、第２目 一般

被保険者療養費で１，４０１万１千円を、第３目 審査支払手数料で、５２８

万円を、それぞれ計上しています。 

次に、２０ページから２１ページの第２項 高額療養費です。 

新年度は、３億４，１６３万１千円を計上しています。前年度と比較して

６，８７２万円、２５．２％の増となっています。 

第１目 一般被保険者高額療養費で３億４，１４０万円を、第２目 一般被

保険者高額介護合算療養費で２３万１千円を、それぞれ計上しています。 

次に、第３項 移送費では、第１目 一般被保険者移送費で、新年度は５万

円を計上しています。 

次に、第４項 出産育児諸費では、新年度は、前年度と同額の１，０５０万
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５千円を計上してします。 

第１目 出産育児一時金で１，０５０万円を、第２目 支払手数料で５千円

を計上しています。 

次に、２０ページから２３ページにかけての第５項 葬祭諸費です。 

第１目 葬祭費で、新年度は、前年度と同額の１５０万円を計上していま

す。 

次に、第３款 国民健康保険事業費納付金です。 

はじめに、２２ページから２３ページの第１項 医療給付費分です。 

新年度は、４億１６３万１千円を計上しています。前年度と比較して１，３

４７万３千円、３．２％の減となっています。 

次に、第２項 後期高齢者支援金等分では、新年度は１億５，８２２万円を

計上しています。前年度と比較して２４８万１千円、１．５％の減となってい

ます。 

次に、２４ページから２５ページの第３項 介護納付金分では、新年度は、

５，００２万５千円を計上しています。前年度と比較して９８万５千円、１．

９％の減となっています。 

次に、第４項 子ども・子育て支援金分では、新年度、令和８年度から創設

され、子育て世代に対する支援の財源として徴収するもので１，５６４万円を

計上しています。 

続きまして、第４款 財政安定化基金拠出金です。 

災害等やむを得ない理由により収入が減少したことなどで、県において造成

される同基金から資金の交付が市町村にあった場合、その基金を補填する財源

は各市町村が負担することとなるため、名目予算として、１千円を計上してい

ます。 

続きまして、第５款 保健事業費です。 

第１項 保健事業費では、新年度は、前年度と同額の２５５万４千円を計上

しています。 

第１目 人間ドック健診受診費用助成費で２４０万円を、第２目 医療費適

正化対策費で１５万４千円を、それぞれ計上しています。 

次に、２６ページから２７ページの第２項 特定健康診査等事業費です。 

新年度は１，９６２万８千円を計上しています。前年度と比較して１１万９
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齋藤委員 

 

 

 

千円、０．６％の増となっています。 

新年度では、特定健康診査対象者を３，６１９人と見込み、受診率４０．

０％として、特定健康診査委託料１，５５７万４千円などを計上しています。 

続きまして、第６款 基金積立金です。 

収入超過となった場合に、基金を積み立てるため、名目予算１千円を計上し

ています。 

続きまして、第７款 公債費です。 

第１項 一般公債費では、前年度と同額の１０万円を計上しています。 

次に、２８ページから２９ページの第２項 財政安定化基金償還金では、同

基金への返還について、新年度での償還はないことから、費目の設定として名

目予算１千円を計上しています。 

続きまして、第８款 諸支出金です。 

第１項 償還金及び還付加算金で、新年度は２３１万１千円を計上していま

す。第１目 一般被保険者保険税還付金で２３１万円を、第２目 償還金で１

千円を、それぞれ計上しています。 

次に、第２項 療養費等指定公費立替金では、１千円を計上しています。 

歳入予算で説明したとおり、療養費等指定公費返還金に対する費用として設

けているものです。 

最後に、第９款 予備費です。 

新年度は、前年度と同額の１，０００万円を計上しています。 

以上、説明といたします。 

よろしくご審議を賜りまして、原案どおり可決賜りますよう、よろしくお願

い申しあげます。 

  

説明が終わりましたので、国民健康保険事業特別会計予算について、質疑を

お受けします。 齋藤委員。 

 

１８ページの２款第１項 療養諸費ですけれども、国民健康保険の被保険者

が減っているにもかかわらず、療養給付費が１０％も増えているというのは、

原因はどの辺にあるんでしょうか。 
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猪川国保医療課長。 

 

昨年度よりも予算の給付がより増えているということでございますが、ここ

数年、令和６年度の１人当たりの医療費につきまして、昨年度、令和６年度に

対しまして令和７年度を見てみますと６％程度増加している状況でございま

す。 

その状況は過去から続いておりまして、１人当たりの医療費が被保険者数は

減るんですけれども、そういった状況が続いている中で令和８年度予算につい

ても予算として増えてくるであろうということで増額をさせていただいている

ところであります。 

 

それは治療費が、治療費というか病院のその単価が上がったからということ

なのか、それとも病気の原因というか、重症化してるからということなのか、

その辺のところはどうなんでしょうか。 

 

その内容的なところについては私ども把握はできてないんですけれども、い

わゆる数字の上で、ここ数年入院、いわゆる外来の診療部分の件数が増えてき

ている状況にありまして、それと併せて医療の高度化であるとか診療報酬の改

定とかももちろんありますので、そういった要因が重なりあって１人当たりの

医療費が少しずつ上昇しているというような状況になっていると今、思ってい

ます。 

 

そうしましたら２０ページのところですけども、同じように高額療養費です

が、昨年よりも２５％も高額療養費が増えているということなんですけども、

これもどのような事情で高額療養費が増えているのか。 

 

令和６年１２月からマイナ保険証という形で今、オンラインでする形に切り

替わりまして、いわゆるひとり当たり治療費というのは限度額というのが、ご

存じと思いますがございまして、その限度額が病院の受診の際にマイナ保険証

を利用してそこで限度額で抑える形が今、取られていますので、そういった限

度額を超える部分についての保険者負担が徐々に増えてきている状況にあると
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国保医療

今、考えております。 

 

私もそのマイナカードの分とその辺よく分からないんですけども、それがあ

ったからといって増えるというのは、仕組みがよく分からいのですが教えても

らえませんでしょうか。 

 

一人ひとり診療を受けられるときに、例えば、入院で申しあげますと医療費

が高額になると思われます。一人ひとりの所得に応じて限度額というのが決ま

ってますので、その限度額を超える分については窓口で支払わなくてもよい

と。直接、医療保険者のほうに請求が来るという制度になっておりますので、

マイナ保険証を利用されることによって医療機関のほうでその限度額の適用を

きっちりと、以前はいわゆる限度額証というのを出させてもらって、窓口で交

付して、後ほど給付としてまた返すというような形でしたが、もうそのまま限

度額で自己負担を抑えられると。それを超えた部分は医療保険者に請求すると

いう形に変わってきてますので、そういった意味で高額療養費が若干、増えて

きているところではないかと思っています。 

 

だって、もともとマイナカードがなかったって給付があるわけですよね。そ

の給付というのはやはり高額医療費から出ているわけですから、翌年度に繰り

越して給付があったということで、ここ二重に計上なっているから増えている

ということなんでしょうか。 

 

今、私が申しあげたのは、確実に高額療養費として請求される形には今なっ

てますけども、委員おっしゃるように後ほど医療保険者のほうから返すという

形には変わってませんので、そういった部分もありますし、今、資料を見まし

たところ、いわゆる高額の費用がかかる疾患の対象者が以前よりも増えてきて

いるのもひとつその要因であるというところであります。 

 

去年は何％ぐらい増えているか分かりますか。 

 

申し訳ございません。そこまでの情報は今、持ち合わせておりませんので。 
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高額療養費の給付の件数で申しあげますと、令和５年度で４，５６１件で、

給付で２億５，２３９万６千円であります。 

次に、６年度では件数は減っておりますが４，２８９件で２億８，９０６万

９千円の給付をしているところであります。 

 

去年は減ったけども、それはたまたま減ったんであってトレンドから見たら

こうなってこうなったという。 

 

おっしゃるように件数は波が多少ありますけれども、給付としてはずっと増

加傾向に今ある状況です。 

 

ほかにございますか。 木澤委員。 

 

そしたら私も予算書のほうで質問させていただきます。 

今、お話の中にも出てきましたけど、ひとり当たりの医療費ですね、最新の

やつは幾らになっているのか教えてもらえますか。 

 

猪川国保医療課長。 

 

１人当たりの医療費でございますが、被保険者数は年々減少する状況にはご

ざいますが、令和５年度では療養給付費と療養費と足した額にひとり当たりの

医療費として今、申しあげますが、令和５年度で４６万４千円、令和６年度で

４９万８千円、令和７年度につきましてはこの現状での見込みでございますが

５３万円程度に今なっているところであります。 

 

ちょっと過去に私が控えていた数字と今、言ってもらった数字と違いますけ

ど、だんだん高くなっていっているというのは確認できると思います。 

それと、あとマイナ保険証の保有率、率で構いませんので教えていただけま

すか。 

 

令和７年１２月末の状況になりますが、率にして７１．１％になっておりま
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す。 

 

あと昨年の７月３１日で１年の保険証が資格保険証に切り替わるという状況

で、私はそのときもいろいろ言わせてもらったんですけど、切り替えの際にト

ラブル等というのはなかったんでしょうか。 

 

トラブルはございませんでした。 

 

あとですね、県のほうの基金の残高についても毎回確認させていただいてる

んですけど、前回お聞きしたときは４８億円程度あったところから、１８億円

取り崩したよということでおっしゃっていたんですけど、今回については状況

は掴んでおられるでしょうか。 

 

令和６年度の決算時点で申しあげますと、４８億５千万円を基金として当

初、ためておりました。令和６年度の決算において繰越金が１６億円ほど発生

しまして、そのうち１３億円余りを積立てとされていると聞いております。 

令和７年の１２月現在での基金の残高は６年度の基金残高４８．５億円と合

わせて６２億円になっていると聞いております。 

 

そこから予算を組むに当たって、今回、子ども支援金分については負担増に

なりますけど、医療分と介護分、後期高齢支援分については、それ以外の分に

ついては今回、据置きになっているというふうに思うんです。 

先ほど確認しましたようにひとり当たりの医療費も上がっていて給付費も伸

びているということは財源が必要になるんですけど、この基金の取崩しで対応

できているというふうに理解してよろしいでしょうか。 

 

木澤委員のおっしゃるとおりで財源のほう、基金のほうを取り崩して今、そ

の抑制を行っているということでございます。 

金額につきましては、当初３０億円程度を基金から取り崩してという話で、

それでいけば少し率が変わってくる可能性があった中で、最終的にはプラス３

４億４千万円ほどの基金を投入される中で上昇を抑えられたというふうに聞い
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ております。 

 

この基金の取崩しで上昇を抑制するという対応については評価できるものか

なというふうに思いますが、今回、残念ながらこの子ども支援金分の負担が導

入されるということで、被保険者にとっては負担増になってしまうという点に

ついても私は問題があるというふうに思ってるんです。 

続いて、この子育て支援金のそのものについては悪いことだと思ってないん

です。ただ、財源の求め方が問題があるというふうに思っています。また後

日、討論させていただきます。 

予算書の２１ページのところに移送費の計上されているんですけど、５万

円、１件ということで毎年同じように計上されていますけど、予算関係資料を

見ると実績がゼロになってるんですけど、これはどういった場合に使えるんで

しょうかね。 

 

通常、例えば病院に入院されている場合とかで治療の必要性上、医師が認め

る場合、転院をするのに要する費用が発生する場合、保険者が負担するという

形が発生するときもありますので、今まで斑鳩町においてはそういった給付の

ほうはございませんでした。 

 

生活保護費なんかですと、自分が通院するのに例えば、タクシー使った場合

は移動費として請求できますけど、これは個人が自分で行く分については国保

の会計には請求できないということですね。 

 

おっしゃるとおりでございます。 

 

そしたら次に、２５ページの人間ドックのところなんですけど、これは金額

が変わってないんですけど、補助限度額と人数の枠があって、その申込み状況

ですね、受診状況というのは枠を超えているのか、その範囲内で収まっている

のか、ちょっと状況を教えていただけますか。 

 

一応、人数としては１２０人の定員でずっと予算を組まさせていただいてお
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りますが、実際、申込みがございますのは１２０人を超えた年度が過去にはご

ざいましたが、ここ数年においてはその範囲内でございます。 

助成額のだいたい平均を取りますと約２万円以内で推移している状況ですの

で、そういったことで今、予算を組ませていただいております。 

 

あと私、資料請求させていただきましたけど、この資料の説明をお願いでき

ますか。 

 

木澤委員のほうから資料請求をいただきました国民健康保険税の税率の改正

に係ります令和７年度と８年度の所得層における負担額の比較ということで、

資料１を今、出させていただいております。 

この表につきましては、上の表が国民健康保険の加入者の年齢が４０歳から

６４歳までの年齢の方で、国民健康保険税で言います医療分、後期分、介護

分、子ども分が課税される世帯になります。 

下の表につきましては、加入者が４０歳未満または６５歳から７４歳までの

年齢の方になりまして、これにつきましては介護分が課税されない医療分、後

期分、子ども分で保険料を計算しております。 

一番左側の欄が所得金額として表示させていただき、上の表からいきますと

１人世帯、２人世帯、３人世帯ということで、１人世帯については給与所得者

が１人、介護対象者が１人、２人世帯は介護分がかかる方が２人、給与所得者

が１人、３人世帯については介護分がかかる２人と給与所得が１人、そして１

８歳未満の子どもがいない世帯という形で計算をさせていただいております。 

それぞれ真ん中の年間増額が、いわゆる影響を受ける年間の保険料の増加分

となっております。 

下の表につきましては、１人世帯、２人世帯は変わりませんが、３人世帯に

つきましては１人が１８歳未満の子どもがいらっしゃる世帯ということで計算

をした表になっております。その網かけの薄い中くらいの薄さ、ちょっと濃い

部分につきましてはそれぞれ軽減が利く世帯として７割軽減、５割軽減、２割

軽減が効いている世帯というふうになっております。 以上です。 

 

世帯によって、例えば７割軽減のほうが負担率増減率が低い場合と、下のほ
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うで言うと、上もそうか。この２人世帯のところと所得が低い人のほうが負担

が高くなっている形になるんですけど、これはなんでこんなふうになるんでし

ょうか。 

例えば上の表で言うと、一番右の３人世帯のところですね、これ７割軽減の

人が負担増減率が３．２％で下にいくほど低くなっているんです。これ所得が

低いのに負担率が高くなっていると。下の表にいきますと、この２人世帯の真

ん中のところですね、こちらも７割軽減のところが３．４％の負担増なのに、

下に行くほど低くなっていて、所得が低い人ほど負担が重くなっているという

ふうになるんですけど、これはなんでこんなふうになるんでしょうか。 

 

負担率が低くなったというか、もともと軽減の効いている世帯については保

険料が低いと。その中で子ども分についての負担をお願いしている部分が増え

ている部分について、そういった意味で負担が増加していると言うよりも比率

として保険料が低いところについてはそういった形になって、見える形になっ

ております。 

 

国から示された数字を当てはめたらこういうふうになったということだと思

うんですけど、そもそもこの子ども支援金をそれぞれの健康保険の被保険者に

求めていくということ自体が問題だと思いますし、さらに当てはめると、軽減

の高い、所得の低い世帯のほうが負担率が増えてしまっているというこのシス

テムも問題があるんじゃないかなというふうに指摘をしておきたいと思いま

す。 以上です。 

 

ほかにございますか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、これをもって国民健康保険事業特別会計予算に対する質疑を終結

します。 北住民生活部次長。 

 

 １点修正がございまして、ご報告させていただきたいと思います。 
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 先ほど民生費のところで会館のコピー機の件で、私の方から２０枚以上の用

紙を持っていればコピーはご利用できると答弁させていただいたんですが、今

は１枚でも紙をもってきていただければコピーはしていただけますので、修正

の方させていただきます。 

  

これをもって、本日の審査を終了します。 

来週９日（月）は午前９時から会議を開き、引き続き、本日の続きから審査

することとしますので、定刻にご参集をお願いします。 

どうもお疲れさまでした。 

                   （ 午後３時２３分 終了 ） 

 


